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午前 ９時５９分 開  議 

 

○相田克平議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員23名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第３号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 一般質問 

 

○相田克平議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可いたします。 

  一つ、収蔵資料の活用について外２点、13番遠

藤正人議員。 

  〔１３番遠藤正人議員登壇〕（拍手） 

○１３番（遠藤正人議員） 皆様、おはようござい

ます。 

  会派櫻田門の遠藤正人です。２日目のトップバ

ッターになりますが、よろしくお願いいたします。 

  さて、質問に入る前に少し前置きの話をさせて

いただきます。 

  つい先週ですが、９月１日のニュースで、2024

年度から流通が始まる新しい１万円札の印刷が

始まったと報道がありました。肖像画には近代日

本経済の父と呼ばれ、明治から昭和にかけて産業

界をリードした渋沢栄一が描かれています。 

  このたび、偽造防止のために20年ぶりに刷新さ

れた新札では、最先端の技術が使われているほか、

海外の紙幣を参考にして額面の数字がこれまで

より大きくなっているということです。 

  では、この肖像画になった渋沢栄一とはどんな

人物でしょう。 

  既にＮＨＫの大河ドラマとして現在放映中です

から、御覧になっておられる方々も多く、今日こ

こで栄一の生涯の話をしてはネタばらしになり

ますから、本日は控えさせていただきますが。 

  では、偉大な渋沢栄一の子孫には、栄一の活躍

後にどんな方がおられたのか私は知りたくなり、

少し調べてみました。 

  そのことを少しだけお話しさせていただきます

と、渋沢一族の間では、当初、長男篤二が栄一の

後継者とされていましたが、大正２年に廃嫡され

てしまうということになりました。廃嫡とは、法

定の相続権を除くことです。この廃嫡の理由は明

確には分かっていませんが、渋沢一族は一時、廃

嫡騒動を起こし、後継者問題を抱えましたが、し

かし栄一は、一族の家督争いを憂い、すぐさま廃

嫡した長男の長男、すなわち孫の渋沢敬三を跡取

りにするように懇願し、当時まだ18歳だった孫の

敬三は、祖父のこの切実な願いを受け入れ、後継

者になることを決めました。こうして渋沢栄一の

迅速な立ち回りで、一族は骨肉の争いの危険を迎

えずに済んだようです。 

  その後、孫の渋沢敬三は、渋沢家当主として、

祖父の期待に応えるように学問と仕事を両立さ

せながら実業家の道を歩んでいきました。大正15

年には第一銀行、現在のみずほ銀行取締役や澁澤

倉庫株式会社取締役を歴任することになりまし

た。 

  祖父の栄一の死後、渋沢敬三は、昭和９年11月

に日本民族学会設立、翌年の昭和10年に民族学博

物館を開設、現在の国立民族学博物館であり、大

阪府の万博公園内にあります。 

  また、太平洋戦争中は日本銀行総裁を務め、戦

後は大蔵大臣に就任、孫の敬三は財界人として成

功を収めながら、民俗学者としても功績を残し、

祖父の思いを継承し、後進の育成にも励みました。 

  栄一の孫である敬三は、大正、昭和期の政財界

で活躍する一方、学問に強い関心を持ち、それま

た活発に活動しました。 

  敬三は大学生のときに自宅の物置小屋の屋根裏

にアチック・ミューゼアム、屋根裏の博物館と名

づけた小さな博物館を設け、仲間と集めた郷土玩

具や化石などを展示していました。そのアチッ

ク・ミューゼアムは、やがて若手研究者の集う場
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となり、人々の暮らしを明らかにするために民具

や漁民資料などを収集し、地域の総合的な調査研

究を行うようになり、その成果は多くの報告書、

資料集として刊行されています。そして、現在で

も貴重な学術資料として高い評価を受けていま

す。 

  そして、敬三の業績のアチック・ミューゼアム

での調査研究活動は、神奈川大学日本常民文化研

究所で受け継がれました。また、多くの民具をは

じめとしたアチックでのコレクションは、国立民

族学博物館へ、そして収集に関わった水産資料な

どは、国文学研究資料館や水産総合研究センター

中央水産研究所に、そしてまた彼の蔵書は流通経

済大学図書館でというように、諸機関で受け継が

れ活用されております。 

  このたびの質問に当たり、先行調査では、偉大

な業績を残す先人の方々は政治経済ばかりでは

なく、文化芸術までも多岐にわたり造詣が深く、

業績を残されたことを改めて知りました。 

  ですから、まちづくりの施策にも、景気浮揚策

と併せて、人としての深みを醸し出すために、文

化や芸術の施策の必要を感じたところでありま

す。 

  少し前置きが長くなりましたが、本題の質問に

入らせていただきます。 

  米沢市の中川勝市長は、今年の５月21日の記者

会見では、米沢市が内閣府が公募していた今年度

の「ＳＤＧｓ未来都市」の一つに選ばれ、オンラ

インで認定式の授与式があったと発表されまし

た。県内では、飯豊町、鶴岡市に次いで３番目で

あるとのことでした。 

  その記者会見上、中川勝市長は、「米沢は歴史

や文化などの地域資源が多いまち。それらを磨き

上げて持続可能なまちづくりに取り組んでいき

たい」と、力強く発信をなされておられました。

私は大変すばらしいことと感激いたしました。 

  このたびは、地域の資源に関連した質問になり

ますから、どうかよろしくお願いいたします。 

  さて、このたびは大きく３点についての質問で

あります。 

  １つは、市が保有する収蔵資料の活用について、

２つ目には、市立米沢図書館の充実について、そ

して３つ目には、公有財産の処分について質問さ

せていただきます。 

  本市には、官民が所有する優れた収蔵資料があ

ります。特に国宝や重要文化財級の品々は、上杉

文化振興財団が管理する上杉博物館の伝国の杜

におきましても、時折、特別展として広く市民や

本市に来られて観光をなされる方々に公開をし

ておりますが、このたびの質問は、市民がもっと

市有所蔵品を身近に感じるような施策や活用が

ないかと考え、収蔵資料などを市内公共施設を利

用して巡回展示等はできないか、お尋ねします。 

  現在の市立米沢図書館のナセＢＡでは、入り口

からの通路といいますかエントランスや、階段踊

り場を活用しての本市にゆかりのある芸術家の

作品や、米沢にゆかりのある歴史などの展示がな

されています。そこで、市役所庁舎やすこやかセ

ンター、各地区コミセン、また、ナセＢＡの喫茶

予定の空きスペースや体験室を活用するなど、身

近な収蔵資料や芸術品を展示公開されて充実さ

せてはどうか、お尋ねいたします。 

  次に、市立米沢図書館の充実です。 

  全国には、いろんな工夫をした図書館がありま

す。駅に併設した建物や立ち飲みができる図書館

や、普通にはなかなか手に入らない趣味の分野の

本を集めた図書館などがあります。 

  ここでお聞きします。 

  他の自治体と違った専門分野の図書をそろえて

はどうか。具体的には、本市にゆかりのある方の

書物や研究資料の書籍、また、上杉鷹山公や置賜

地方の歴史文化、そして米沢の歴史や文化の研究

の専門書など、公立図書館とは少し違った専門的

な分野の図書をそろえ、図書館のさらなる充実を

してはどうかと思いますが、このことについて本

市のお考えをお聞きします。 
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  また、本市にゆかりのある研究者などから寄贈

書物があった場合の対応と、その活用についても

お聞きいたします。 

  次に、公有財産の処分等についてお尋ねいたし

ます。 

  本市保有の財産を処分する場合は、一般的にど

のような方法が取られていますか。また、特に本

市が保有する八幡原工業団地に隣接する10ヘク

タール余りにも及ぶ工業用地と緑地について、将

来的にどのような活用や処分をなされるつもり

か、現在のお考えをお聞かせください。 

  また、本市のホームページには、売却予定財産

を公売しますと掲載されていますが、そのうち松

が岬１丁目地内の財産や、賃貸募集をかけている

通町地内の市有財産の現状はどうか、お尋ねいた

します。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私から、１の収蔵資料の活用に

ついて、及び２の市立米沢図書館の充実について

の御質問についてお答えいたします。 

  初めに、上杉博物館の収蔵資料の活用について

でありますが、上杉博物館では、国宝洛中洛外図

屏風、上杉家文書等の歴史資料をはじめ、米沢市

出身の画家、彫刻家などのゆかりのある美術工芸

品、約３万9,000点を収蔵しております。 

  これらの収蔵資料については、上杉博物館の展

示事業で使用しているほか、県内外の博物館等か

ら展示事業関連で使用するための貸出依頼に応

じ活用されているところです。 

  また、資料掲載申請により、歴史系のテレビ番

組やポスター、パンフレット制作等でデータ化し

た画像が使用されていることもあります。 

  このほか、主に絵画になりますが、小中学校を

含む公共施設への郷土出身作家の作品の貸出展

示を行っています。郷土出身作家作品の貸出展示

については平成18年度から始めていますが、その

きっかけとなったのは市内の小中学校や公共施

設に郷土出身作家の作品が点在していたことが

ありました。これらの作品は各施設に贈られた寄

贈作品でありますが、中には、本市における美術

史上重要な位置を占める作家の作品もあり、長期

保存に当たり整備された環境で保管することが

望ましく、長期的に見た場合、活用効果が上がる

ものも多かったことから、教育委員会文化課で美

術品保管に関する指針を作成し、博物館資料とし

て一括管理していくこととし、それ以降、これら

の作品の寄贈を受けた学校や公共施設を中心に

貸出展示を始めたものです。 

  それぞれの施設の設置スペースや環境の違いも

あるため、一、二点、多くても５点以内での貸出

しですが、これまで15年間続けており、興譲小学

校、上郷小学校、松川小学校の３つの小学校と市

庁舎の４か所のみの展示ですが、今後も可能な限

り継続していきたいと考えております。 

  また、平成28年７月からは、ナセＢＡ１階に開

設しているオープンギャラリーにおいても博物

館資料を展示しています。オープンギャラリーの

展示は、ほかの公共施設への貸出しとは異なり、

指定管理事業として博物館収蔵資料の中でも比

較的大型の作品を展示しており、年３回の展示替

えを行いながら、より多くの郷土出身作家の作品

を展示しています。 

  これまでは、サイズの大きな作品は博物館以外

ではなかなか見ることができませんでしたが、オ

ープンギャラリー開設後は、ナセＢＡ利用者中心

ではありますが、多くの市民の方々に博物館収蔵

資料を御覧いただける機会は増えたものと考え

ております。 

  このようなことから、ナセＢＡ１階で空きスペ

ースとなっている空間と体験学習室を利用し、ま

ちなか美術館のようなコーナーは設置できない

かとの御質問につきましては、貸館部分を使用し

てまでオープンギャラリーを拡充することは考

えておりませんので御理解いただきたいと思い
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ます。 

  また、このオープンギャラリーについては、市

民への周知が不十分なのではないかとの御指摘

ですが、確かに情報発信不足も感じられますので、

展示替えのタイミングに合わせて市のＳＮＳ等

も活用し、多くの方々に御来館いただけるよう周

知に努めてまいります。 

  なお、オープンギャラリーについては、図書館

利用者やギャラリーの展示を見に来られた方々

が気構えせずにゆったりとした気持ちで作品を

見る空間にしています。芸術作品に触れる機会の

創出を目的としている部分もありますので、その

目的は果たしているものと考えております。 

  このように、博物館資料については、博物館展

示以外でも市民の方の目に触れる機会を増やす

ような活用をしておりますが、博物館の資料だけ

ではなく、各施設に寄贈された絵画や書などの作

品に触れることは、身近なところから郷土愛を醸

成することにつながると考えておりますので、今

後も文化の薫り高いまちを目指し、様々な事業を

推進してまいります。 

  次に、２の市立米沢図書館の充実についての

（１）他の公立図書館と差別化した専門的な分野

の図書を備えることについての御質問ですが、市

立米沢図書館には、数多くの郷土資料が収蔵され

ています。林泉文庫、米沢善本などの古文書・古

典籍が約４万点あり、専門の職員も配置しており

ます。 

  ナセＢＡ開館後は、郷土資料専用の調査相談カ

ウンターや閲覧室などを設置しており、このよう

に郷土資料を専門的に取り扱っている図書館は

あまり例がなく、歴史のまち米沢の特色を生かし

た独自の施策であると思っております。 

  ナセＢＡ開館前の市立米沢図書館においては、

個別の調査相談対応が多く、収蔵資料については

公開する機会が少なかったわけですが、ナセＢＡ

開館後は、収蔵資料を広く市民の方に知ってもら

うため、先人顕彰コーナーを設置し、これまで公

開されてこなかった文書類や、名誉市民である伊

東忠太氏などの郷土の先人についての資料を展

示してきました。この先人顕彰コーナーは、博物

館での展示と比較してより身近な展示となって

おり、気軽に足を止めて御覧いただける環境の中、

資料を入れ替えながら年間６から７本の企画展

示を行っており、充実した内容となっております。 

  郷土資料に関しては、依然として調査相談の件

数が多い傾向にあり、県外からの問合せも多くあ

りますので、ホームページを通して周知されてい

るものと認識しています。 

  市立米沢図書館の郷土資料については、今後も

このような利用者のニーズに応えながら、先人顕

彰コーナーの展示事業とともに、さらなる充実と

情報発信に努めてまいります。 

  最後に、（２）の本市にゆかりのある研究者等

からの寄贈書物の活用についてですが、本市にゆ

かりがあるかどうかにかかわらず、寄贈本につい

ての問合せは多く寄せられております。寄贈の受

入れについては、一定の基準をもって行っており

ます。 

  まずは、受入れ後の活用が可能かどうかをもっ

て判断しています。受入れ後、活用されなければ

寄贈者の意にも沿うことができません。さらに、

公立図書館であることから、内容に偏りのあるも

のなどは受け入れられないなどの制約もありま

すので、寄贈希望者の意向や受入れ基準などの説

明をした上で、活用できることが明らかで、かつ

貴重なものであれば、収蔵図書の充実につながり

ますので、受入れを行っております。 

  公共施設の空きスペースを利用し、寄贈図書の

活用をしてはどうかとの御意見につきましては、

受け入れた図書は図書館が責任を持って管理す

べきものであり、あくまでも図書館においての活

用を考えておりますので、御理解いただきたいと

思います。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 
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  〔後藤利明総務部長登壇〕 

○後藤利明総務部長 私からは、３、公有財産の処

分等についてお答えいたします。 

  なお、聞き取りに従って答弁させていただきま

す。 

  まず初めに、公有財産処分の一般的な方法につ

いてでございますが、公有財産の処分は、米沢市

公有財産の取得、管理及び処分に関する規則に基

づき行っております。財産を売り払い、譲与また

は減額譲渡などで処分する場合は、処分しようと

する財産の場所、数量、種類、処分の理由、評価

額等を明確にした上で、市有財産処分委員会に諮

り、適正な処分方法を決定し、その後、入札また

は随意契約により処分を行っているところでご

ざいます。 

  次に、米沢市所有の工業用地についてでござい

ますが、現在の状況についてお答えいたします。 

  米沢八幡原中核工業団地の分譲対象面積170.3

ヘクタールのうち約1.3ヘクタールを未分譲地と

して米沢市が所有しております。 

  また、米沢オフィス・アルカディアの分譲対象

面積25.9ヘクタールのうち約7.6ヘクタールを未

分譲地として米沢市が所有しております。 

  ただし、米沢市が所有する約7.6ヘクタールのう

ち約2.7ヘクタールは、現在貸付けをしていると

ころでございます。 

  次に、米沢八幡原中核工業団地内の未造成地の

経緯について御説明いたします。 

  米沢八幡原中核工業団地は地域振興整備公団に

より整備されたものであり、道路、公園、緑地等

の公共施設については、地域振興整備公団から米

沢市が無償で譲与を受けております。 

  また、御質問の未造成地の13.3ヘクタールにつ

きましては、周辺の緑地と一体として合計面積

39.4ヘクタールを平成５年３月31日に地域振興

整備公団から譲与を受けたものでございます。 

  なお、現在は緑地として管理を行っております。 

  次に、通町三丁目地内にあります土地の貸付け

について、経緯を御説明いたします。 

  この土地につきましては、以前、県営住宅用地

として山形県に貸付けをしておりましたが、平成

23年３月31日に貸付けが終了し、更地にして返還

されたものであります。 

  その後は近隣住民等の方が駐車場として利用し

ており、現在は11台分の貸付けを行っているとこ

ろでございます。 

  次に、松が岬にございます故秋山庄太郎氏のア

トリエ「山粧亭」跡地の経緯について御説明いた

します。 

  この土地につきましては、平成17年12月12日に

故秋山庄太郎氏の相続人の方から、家屋を解体撤

去した後に寄附を受けたものでございます。 

  平成19年に土地の売却の入札会を行いましたが

落札には至らず、その後も予定価格の見直しをす

るなどして対応してきましたが、いまだ売却に至

っておりません。なお、現在も引き続きホームペ

ージに掲載し、売却のお知らせをしているところ

でございます。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） それでは、２回目の質

問に入らせていただきます。順次質問させていた

だきます。 

  １番の収蔵資料の活用について、公共施設を利

用して巡回展示等ができないか。壇上からは、市

立米沢図書館ナセＢＡの喫茶予定室、今は物置の

ようになっていますが、あとは、今は新型コロナ

ですから人が集まってできないから体験室１と

２、そこもこの間拝見、見学させてもらったけれ

ども、物置のように使われておりますけれども、

教育長からの御答弁では３万点余りの収蔵品と。

美術品というか彫刻関係だと、市の資料によると

400点余りあって、年間何回かに分けてやってと

いうことで。私も上杉博物館のホームページ等、

隅から隅までちょっと見せていただいて、インタ

ーネットでは写真で公開されているものがあり
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ました。 

  例えば、これはたしか平成26年だったのか、桜

井祐一先生の木彫の寒山拾得、これは一般公開さ

れたのです。最近ちょっとそういうのが出ていな

くてということで。 

  私が何を言いたいのかといいますと、たくさん

の収蔵資料を回転させるのはなかなか大変で、比

較したいので、たまたま今年の夏でしたけれども、

天童市立美術館、天童市役所の近くにあって道の

駅から近いところで常設展があって、そこは山形

県にゆかりのある大手企業から頂いた美術品等

で、常設的に飾っていらっしゃる。 

  あとは、ついこの間だから少し前、７月の末頃、

山形市の最上義光歴史館、ここの常設展で、料金

は無料でしたけれども、そういうのをやったりし

てなかなかよかったわけです。 

  米沢にも伝国の杜という大変すばらしいものが

ありますけれども、国宝級、今回の資料、「狩野

派 永徳とその周辺」これはとんでもない作品で、

見なければ損だというようなものですから、質問

が終わってから私は行きますけれども。 

  そういったところも大切ですけれども、私は身

近な美術品、しかも国宝級云々というのは管理が

大変なわけです。ですから、それを運んだり、万

が一事故があって美術品に損傷があったり、ある

いは日の当たるところにあったりすると経年劣

化で大変な損害になると。そういったものはまず

伝国の杜の特別展にお任せしておいて、もっと身

近なブロンズ像。何かないかと思ったら、ちょう

どこの市議会、市役所庁舎の４階、市議会事務局

の南側のところに、桜井先生の「ネグリジェの女」

なんていうのがあり、または、旧市役所議会棟の

通路にもそういうものが何点かあったりなんて

いうことをしていて、先般ナセＢＡを見てきたと

ころ、地元にゆかりのある遠藤桑珠の絵が、相当

立派なものが飾ってありました。 

  そういった中で、もうちょっと市民の方に身近

にしてもらえるように、ですから、先ほど教育長

の御答弁の中で、オープンギャラリーのところは

そういうのができないというか、市民の方に活用

していただく場所だからそれは考えていないと、

それはいいのですけれども、何回も入札してなら

なかった喫茶店予定場所とか、体験室というのは

どういった体験をするか、いろいろあるかもしれ

ませんけれども、そういったところはちょっと変

更して場所の活用などはできないかと私は思う

のですが、その点はいかがでしょうか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 ただいまは、ナセＢＡの

いわゆる喫茶室であった部分についてという御

質問かと思います。 

  議員の御質問のとおり、入札の結果、いまだ利

用の形態は決まっておりませんけれども、今後

様々な形であの場所を利用すべく、指定管理者も

連携を含めながら検討させていただきたいと考

えておるところでございます。 

  美術品の展示につきましては、今議員から質問

がありましたように、やはり運搬でありましたり、

展示の際に、汚損あるいは損壊といったリスクを

伴うものでございますので、なかなか博物館から

持ち出すということは今のところは考えており

ませんけれども、今の御提案でございますので、

まずは先ほど教育長から答弁させていただきま

した様々な事業で活用していきたいと思ってお

りますけれども、今後検討させていただきたいと

思っております。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） よろしくお願いします。 

  今年の春ですけれども、たまたま行政書士会の

県大会が隣町の高畠町のまほら、あそこは町立の

文化会館なのでしょうか。私がそこで受付をさせ

ていただいたときに、ちょうど桜井祐一先生の弟

子の鈴木実先生の彫刻というか、ブロンズだった

か、上杉博物館のホームページにも鈴木実先生の

作品なんかが載っていますけれども、それもこの

ブロンズにこういったアクリル板というのか、そ
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ういうのが入って、直接触れないようにちゃんと

しながら、その鈴木実先生の説明が詳しく書いて

あって、その鈴木実先生のお写真なんかがあって、

１点あって、私も写真を撮ってきたりしたのです

けれども、やはりそれは常時高畠町で１点飾って

いますから、常設展みたいなところも必要ではな

いかと。 

  すなわち、先ほどの市立米沢図書館の喫茶コー

ナー、オープンギャラリーは市民に貸しています

から絶えず入替えをしていいです。だけれども、

今確定した予定がないのであれば、天童市立美術

館並みとは言いません、スペースが少ないから。

だけれども、そういった美術品をアクリル板に入

れて説明をして、桜井祐一先生なり、ほかの方々

のブロンズのもの、そんなに大きなもの、先ほど

大きなものは展示していますと教育長から御答

弁いただきましたけれども、大きくなくても、高

さは40センチか50センチくらいですから、そうい

うものが何本か置けるわけです。そういったとこ

ろで米沢にゆかりのある方なんていうふうにし

て、例えば米沢駅で降りて、歩いて住之江橋、こ

れはすごいブロンズだなと、これは桜井祐一先生

だと。それがあって、今度はずっと真っすぐ歩い

ていくと平和通りのところの図書館に、立派な図

書館の中に常設のそういうものがあるのだなん

てなると、なかなか観光においても動線になるの

ではないかと思いますので、今回その点は要望し

ておきますから、体験室１と２の活用も含めて、

御検討、調査をしていただけませんか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 体験学習室につきまして

は、議員御質問のとおり貸館部分でありますので、

現在のところ考えておりません。 

  なお、ナセＢＡの一部分を使って収蔵作品等に

ついて展示という御提案でございますが、やはり

受入れの環境について、先ほど申し上げましたリ

スクを回避できるかどうかというところがやは

り問題かと思いますので、その辺を見極めながら、

判断、検討を進めてまいりたいと思います。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） ぜひよろしく、いい形

になるように御期待申し上げますので、御検討よ

ろしくお願いしたいということを要望として、そ

の点は一旦終わります。 

  次に、それも関連しているのですけれども、１、

２、３、全部関連しているのですけれども、米沢

市まちづくり総合計画後期基本計画、令和３年度

から令和５年度なんていうところで、その中の49

ページです。施策、自然と文化、歴史を生かす観

光の振興、50ページには１の２の２、地域資源等

を活用した観光基盤の整備。本市独自の歴史と文

化を活用し、城下町らしいと、格調高くうたって

います。これは私も期待している、私たちも共に

議論しなければいけないところなのです。 

  そこで、先ほど壇上からも言わせていただきま

したが、５月に中川勝市長がＳＤＧｓの、内閣府

でこのように受けましたよと堂々と記者会見さ

れて力強く発信されていまして、これはいいこと

だと思いまして、内閣府のホームページを見まし

た。内閣府のホームページで、地方創生ＳＤＧ

ｓ・環境未来都市構想。全国の自治体がずっとあ

って、その自治体が出している、公募ですから申

請をした申請の内容を、うちの町はこういったと

ころでＳＤＧｓを進めるのだ、それがほとんどと、

あと、プレゼンテーションがあったわけです。私

も本市のものだけはちょっと見て、ほかのものは

ホームページで、相当時間がかかったけれども、

ほぼ全国の方のプレゼンの内容を見せていただ

きまして、なるほど、ＳＤＧｓはこういったとこ

ろで世の中をぐっと力強く動かしているものだ

と思いました。 

  その中で、本市のプレゼンテーションの資料か

らなのですけれども、ＳＤＧｓの先駆者、上杉鷹

山公の教えを未来へ。 

  ２ページに、米沢市の歴史背景、江戸時代にＳ

ＤＧｓ政策を推進した米沢藩主上杉鷹山の精神
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を受け継ぎなどとありまして、米沢織、かてもの、

草木塔、そして４ページには、上杉鷹山公の「な

せばなる なさねばならぬ」の文言の後に、その

精神で、米沢らしいあるべき姿を目指すと。人口

減少や少子高齢化といった課題の中、ここなので

す。③「草木塔」などの本市独自の精神文化を基

軸にＳＤＧｓを実装する環境教育先進都市。そう

いった中で草木塔の思想とか、あとは行屋とかそ

ういった感じのものも関連して、かなり緻密にで

きたプレゼンテーションの資料だと思いました。 

  そうしますと、ではこの資料を全国に発信した

ら、米沢に、私も時々使わせていただいている郷

土資料調査相談カウンターに行って見ますけれ

ども、これに特化といいますか、もうちょっとそ

れに関連する資料があってもいいのではないか

と思うわけです。 

  たまたまなのですけれども、たまたまというか、

私は壇上から、渋沢栄一のお孫さんの渋沢敬三の

お話、私もなかなかちょっと、そういうのが苦手

なもので調べたら、多少というかかなり勉強にな

ったのですけれども、日本の民俗学の最初、しか

も日銀総裁です、大蔵大臣です。そういった方が

政治家、財界人になりながら文化芸術にも深いと。

そこをお話し申し上げましたけれども、最初の常

民文化の研究所、これは正確に言わなければいけ

ませんけれども、先ほど言いましたけれども、そ

の常民文化の研究所の所長さんの初代が渋沢敬

三で、８月上旬でしたけれども、もう過去50年間、

ついこの間まで米沢市、特に農村田園地帯といい

ますか、私も広幡在住の議員からも教えていただ

きましたけれども、広幡地区の信仰といいますか、

神社のこと、地区のことを長年研究された御本人、

あとは財団、あとは過去に議会にも出ていますか

ら名前を言わせていただきますけれども、農村文

化研究所の所長で神奈川大学名誉教授の佐野賢

治先生が、８月上旬、米沢市に表敬訪問をされて

います。そのときに市長も副市長もお会いになっ

て、部長さん方々もお会いになっています。私も

そういった先生が、どういった先生かというと、

すごい方だということが分かりましたけれども、

いろいろ見ると文化庁の審議委員のメンバーに

なっていらっしゃる方で、桁が違うわけです。た

だ、私は民間のテレビに出た学者さんくらいしか

知りませんから。そうしたら、このクラスの先生

は国営放送であるＮＨＫワールド何かに出てい

て、それで発信されていると。たまたま、余計な

ことですけれども、俳優の方々のそういうところ

で米沢の地の田園のところで取材したニュース

を、日本でなくて世界中に発信されたと。そのＤ

ＶＤをコピーしたものを山形県に農村文化研究

所の所長さんが寄贈されたら、山形県がすぐさま

つや姫のＣＭにこの役者を使われたと。県は早い

と思って、ＮＨＫワールドニュースをこの間改め

て見ましたけれども、やはり専門家の方から少し

知恵をいただいて、もっと深みのあるＳＤＧｓを

今後しなければいけないと思います。 

  そういった点で、先ほど壇上からの質問に対す

る回答で、書物の寄贈については一定の基準、活

用、受入れ基準があります。その受入れ基準を教

えてください。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 受入れの基準ということ

でよろしかったでしょうか。（「はい」の声あり） 

  市立米沢図書館におきます寄贈の受入れでござ

いますが、４項目ほど条件を設けております。 

  １つは、原則として過去３年以内に出版された

もので、図書館に所蔵が今ないもの。あとこの１

つ目の条件には該当しませんが、リクエストが多

いため受入れが必要なもの。３つ目が、米沢市置

賜地域に関する郷土資料。４つ目が行政関係資料

でございます。この４つであります。 

  以上です。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） そうすると、例えばそ

の本に置賜とか米沢というそういう言葉が出て

こないと資料にならないということですか。お尋
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ねします。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 今の御質問は、本のタイ

トルもしくは中身ということになると思います

けれども、必ずしも米沢市、置賜地域という言葉

が入らなければということはないと思います。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） そうですよね。それが

入らないと受入れしなかったらとんでもない話

ですから。学術研究上問題ありと、逆に自治体に

突き上げを食らいますね。そんなことはないと思

います。 

  話がそれますけれども、米沢の明治の歴史でと

いうか置賜の歴史で、ある女性が置賜に来たらこ

こは理想郷というか、イザベラ・バードが来られ

てすごくいいところだとおっしゃったと。イザベ

ラ・バードがそのくらい知っていたかというと、

いろいろ地元の出版社のデジタルウェブなんか

を見せていただくと、その資料によりますと、米

沢牛を広めたチャールズ・ヘンリー・ダラスが米

沢で教鞭を取って、横浜に帰られてから、それか

ら交流があった。書物を出版して、それを読んだ

イザベラ・バードが、では山形県にも行ってみよ

うかと。いいところだよという、そんなところで

したなんて載っていたわけですから、この少し前

の、100年、200年前からの資料からすると、やっ

ぱりそういうのは丁寧に扱っていかなければい

けないと思いますので、ぜひこれは要望になりま

すけれども、今後そういうゆかりのある先生や、

学術、ここで大変失礼なことを言いますと、職員

の方が見て分かるものではないです。専門家の方

がこれだという場合もございますので、ある意味

そういったところは深読みしていただく。精査す

るときは、名前がないからこれは要らないよなん

ていうことはなさらないでいただきたい。 

  何でこれを言うかといいますと、過去に板谷小

学校解体のときの収蔵資料、あれは危うく千代田

クリーンセンターで全部燃やされるところでし

た。それを農村文化研究所の所長さんが、こんな

収蔵資料を市が保管しないでどうするんだと。と

ころが市のほうでは、これは廃棄処分ですと、千

代田クリーンセンターですと。それだったら、う

ちの財団でそれを一旦頂くと。書面申請でそうい

う受領をしているはずですけれども、おもらいし

て、その資料をこの間私、総務文教常任委員会で

田沢コミセンにも行きましたけれども、そこにも

写真ありましたけれども、木流しの関係や、その

当時の大きい立派なのこぎりとか、ほかの自治体

ではそういったのも活用して民族の博物館をし

ているところがある。そういったものを要らない

という、こういう事実があったわけです。それに

対して農村文化研究所の所長は怒り、何てこの文

化とかそういったところに造詣がないんだ、この

本市は、こんなのではいけないと。ただ、このた

び中川勝市長がＳＤＧｓでその精神をしっかり

と受け継いで活用していきたいと、大きく方向転

換をされましたのでそれ以上申し上げませんが、

よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、公有財産の処分についてお聞きします。 

  通町３丁目の物件、これは県営住宅の跡地です

から、相当広いわけです。こういったところは、

先ほど11台分貸しているということですけれど

も、まちづくりの観点から、市はこの活用等の計

画等が今何かありましたか。お尋ねします。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 現時点ではございません。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） それでは、松が岬１丁

目の旧秋山庄太郎先生の別邸、別荘といいますか、

先ほどの御回答では、家屋の解体後、受入れして

います。そのとき、たしか全て建物と土地を寄附

したいと。ところが、市が建物は要らないですと。

維持費がかかるから要らないですということで、

解体後でないと頂きませんという経過があった

ということをお聞きしていますが、それは事実で

しょうか。御存じですか。 
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○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 その事実については、私はま

だ確認しておりませんので、この場ではお答えし

かねるところでございます。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） 私はその当時の総務部

の部長、その後副市長になった方に直接お尋ねし

ました。 

  やっぱり行政財産、普通財産の維持は大変だか

ら、そういった建物つきの物件の維持は当然公共

施設として残すのも大変だから受入れできなか

った、財政的な問題があったからなんて聞いてお

りますが、要するに過去のことは言いません。未

来志向で行きましょう。 

  福島市は、秋山庄太郎先生を高く評価されてい

る。何でか。それは、花見山の公園を秋山庄太郎

先生のおかげで世に写真として広めていただい

たから。だから、米沢市もそうですけれども、福

島市も秋山庄太郎先生の写真展なんかをなされ

たようです。そういったことは、文化行政担当の

方は御存じでしょうか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 福島市の件については承

知しておりませんでした。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） 見ますと、福島市では

花の写真館と言っているのです。福島の有形文化

財にも指定されている建物で、民間の試験所の社

屋を今年の令和３年５月29日、リニューアルオー

プンしましたなんていうことで、中に行くと――

まだ私は行っていませんけれども――福島市を

インターネットで見る限りでは、しっかりと写真

の展示、花見山、コロナで行けませんから、そう

いったことで福島の観光とか、これを盛り上げて

いるわけですから、少し参考にされたほうがよろ

しいかと思います。 

  そこで、私なんかは、秋山庄太郎先生の建物が

あれば、もっと有効にできたのではないかという

すごい思いがあるわけです。しゃくし定規とは言

いません。市の財政も大切だし、それを立て直し

た現市長も御苦労があったし、なかなかその当時

はできなかったのかもしれませんけれども、やっ

ぱり秋山庄太郎先生の別邸を解体せずに受入れ

すべきでなかったかと。それは何のことはない、

私はあそこの町内に前住んでいましたから、あそ

この建物がどういう建物で貴重なのかというこ

とを知っているから、やっぱり力強くなるという

ことであります。 

  そのことをお伝えしますので、今後ゆかりのあ

る方の書物とか、あるいはそういった歴史の財産、

さびたのこぎりだからこれは使い物にならない

から清掃事業所で廃棄だなんていう短絡的な発

想は絶対にやめていただきたい。本市においては、

職員はＳＤＧｓを成功させるために内閣府に職

員を派遣したり、文化庁にも職員を派遣している

わけです。そういった有能な職員がいらっしゃる

わけだから、しっかりと目利きをしてもらって対

応していただきたいと思います。 

  それで、八幡原の隣地の緑地についてです。今

は緑地としてありますと言いますが、先般あるい

はその前、かなり前から私はそのことを市の管財、

財産担当課へ行ったところ、数ヘクタールあると。

実際、そこはもうやぶになっていて、あのときは

担当課長は、では売却したらどうかと言ったら、

ううんと。平米100円にもならない土地なんだよ

と。 

  だけれども、何がボトルネックなのかとお聞き

したら、売却に係る測量の代金とか、そういうの

に数千万円かかるというお話を聞いたわけです。

今回の９月定例会でも、民間会社に土地を貸すと

か云々でやっていますけれども、これは契約によ

って買受けする企業が、大手の会社であれば自分

のところで測量して、そしてちゃんと測量してく

いを打って、米沢市に境界をはっきりしますから

なんていう場合があれば、これは譲渡可能、処分

可能だと思いますが、そのことについて本市のお
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考えをお聞かせください。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 法定外公共物、例えば道官地

あるいは水官地の場合でありますけれども、これ

を売っていただきたいということで申請を行う

場合につきましては、申請者側が土地を計測して、

土地の分筆登記など資料作成をしていただいた

上で市に申請をいただいている経過があります

ので、仮に八幡原の未分譲地についてであります

が、処分する側が測量を行っていくことも可能か

と思います。ただ、相当多額の費用がかかるだろ

うと思っております。 

○相田克平議長 遠藤正人議員。 

○１３番（遠藤正人議員） ぜひそういう話、民間

からの申出等があれば、丁寧な対応で今後相談を

受けていただきたいのです。間違っても秋山庄太

郎先生の御遺族から、これは壊さないと頂けませ

んなどというそういった誤解を受けるような話

は決してあってはいけない。十分、基準だからで

はなくて、そこのところを変更してもいい活用が

あるようにと。 

  この間――全然違いますが――残念ながら新型

コロナのクラスターが出たというところで隣町

の旧ゴルフ場、スキー場のところ、あそこも再生

エネルギーで相当、何十億ということをやってい

ますけれども、そういったところで活用したいの

だと、当然そういう工業用地、米沢市の場合は工

業用地になっていますから、ぜひそういった活用

ができればという声があるわけです。だからそれ

が緑地で測量の費用がかかって、だから、自分の

都合だけを考えるとこれは話が進みませんから、

ぜひ相手の話を聞いて交渉して、そういった契約

でがっちり間違いないようにしていただきたい

ということをお願いします。 

  最後になりますけれども、先般、８月上旬、佐

野先生が本市に表敬されて、市長、副市長とお会

いなさって、市長が大変いい、感激された感想を

述べていらっしゃいましたし、あと５月のＳＤＧ

ｓ未来都市に認定を受けたことを市長が大変力

強く発信されていましたので、最後に市長からそ

ういった歴史とか文化を生かしたまちづくりは

どうあるべきか、所見をお持ちであればお答えい

ただければ幸いです。 

○相田克平議長 中川市長。 

○中川 勝市長 本市においても、議員お述べのよ

うに、歴史的な文化的な遺産は本当に他自治体か

ら見ても私は多いところだと思っておりますし、

またそれを自負もしております。 

  そういった中にあって、いろんなそういった過

去の歴史的なものが日本遺産として認定をいた

だいているわけであります。そういった数も相当

あると。そういったものというのは、単に一朝一

夕でつくられたものではありません。歴史の経過

をたどりながら米沢市の先人が築き上げてきた

ものと。これを、今回のＳＤＧｓ、鷹山公とひも

づけをしているわけでありますけれども、こうい

ったものをしっかりと我々は共有しているのだ

というまず認識に立たなければならないと思っ

ております。 

  そういった面においては、本当に今後、例えば

草木塔一つ取っても、形としてもありますけれど

も、草木塔が醸し出す、築きつくられた、そうし

た精神文化というものをしっかりとこれからの

子供たちにどのように残していくか、また伝えて

いくかということも大きな課題だと思っており

ます。 

  我が国、社会は、もうSociety5.0と言われてい

るように、狩猟社会、農耕社会から移ってまいり

ました。そういった中において、この米沢もその

歴史文化の中にありますので、そういったものを

もっともっとしっかりと、そしてもう一言話をさ

せていただきますと、山形県は元アメリカ大使の

ライシャワー博士が申しておりますけれども、日

本のもう一つの日本だということも言っており

ます。それは、精神文化が物すごく息づいている

地域だと、このように思っておりますので、そう
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いったものを今度は持続可能なまちづくりの中

で、そして子供たちにしっかりと伝えていく必要

があると。そういったことも捉えながらＳＤＧｓ

を推進していきたいと、このように考えています。 

○相田克平議長 以上で13番遠藤正人議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時００分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時０９分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、学校給食におけるアレルギー対策につい

て外２点、17番太田克典議員。 

  〔１７番太田克典議員登壇〕（拍手） 

○１７番（太田克典議員） 皆さん、おはようござ

います。市民平和クラブの太田克典です。 

  まずもって傍聴においでくださいました皆様に、

心から御礼申し上げます。ありがとうございます。 

  初当選以来17回目の一般質問となりました。今

回は３項目を取り上げました。 

  １点目は、学校給食におけるアレルギー対策に

ついてお聞きします。 

  学校給食におけるアレルギー対策について、教

育長はさきの６月定例会で、「小学校で実施して

いるものと同程度の除去食の提供を中学校でも

実施することができるように取り組む」と答弁し

ています。さらに、この９月定例会における先日

の影澤議員に対する答弁では、新たに共同調理方

式を採用することにより、現行と同様の水準を確

保しつつ、施設・設備への工夫や、指導体制の見

直し等により、さらによりきめ細やかな対応が可

能となると答弁しています。 

  そこで、小学校で実施しているアレルギー対策

の具体的な内容、そして共同調理（センター）方

式でそれが可能なのか、改めて伺います。 

  まず、本市の学校給食で現在実施されているア

レルギー対策について、実際にどのような対策が

実施されて給食が提供されているのか。 

  例えば、対応している食材は何種類あるのか、

盛りつけや配膳はどのように行われているのか、

調理師や栄養士の役割はどうなっているか、保護

者とのやり取りはどのようになされているか、食

材の納入者との関わりはどうなっているか、内容

を具体的にお知らせください。 

  次に、現在実施されているアレルギー対策が施

された給食の提供が、共同調理（センター）方式

でも可能なのかどうか、改めて認識をお聞きかせ

ください。 

  ２点目は、デジタル改革関連法が成立したこと

により、本市の市民生活にどのような影響が生じ

るか。また、それに対する対策をどのように考え

ているかお聞きします。 

  市民生活のデジタル化に関わる60本以上の法律

で構成されるいわゆる「デジタル改革関連法」が

本年５月に成立し、９月１日に施行されました。

先日来、デジタル庁設置に関わる報道がなされて

いますが、それもこの法律によるものと理解して

います。私たちはそうした報道ばかりに目が行き

がちですが、中には地方自治体に大いに関係のあ

る重要なものが含まれています。 

  そこで伺います。 

  地方自治体情報システムの標準化あるいは共同

化に関して、そして個人情報保護、これはプライ

バシー保護と言い換えてもいいと思いますが、そ

の２点に関して、本市市民への影響と対策につい

てお知らせください。 

  ３点目は、上水道、簡易水道、そして小規模水

道と、その供給地域の広さや対象となる人数に応

じて水の供給体制が異なっています。 

  このうち最も規模の小さな小規模水道について、

先日当事者である市民の方から現地を案内して

いただき、実情や意見をお聞きする機会を得まし
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た。そして、人口減少が地域住民に深刻な影響を

及ぼしつつあると感じました。 

  そこで改めて伺います。 

  人口減少が進む中で、市当局では小規模水道の

現状をどう捉え、課題をどう認識しているでしょ

うか。 

  また、施設や設備の老朽化対策・修繕について、

費用補助の内容は十分でしょうか。見直すべき点

はないでしょうか。当局の考えをお知らせくださ

い。 

  以上、演壇からの質問といたします。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私からは、１の学校給食におけ

るアレルギー対策についての御質問にお答えい

たします。 

  初めに、（１）アレルギー対策として、具体的

にどのように給食が提供されているかについて

ですが、本市において、学校や調理場における食

物アレルギー対応は、平成25年９月に作成された

学校給食における食物アレルギー対応の手引き、

及び平成27年３月文部科学省発行の学校給食に

おける食物アレルギー対応指針に沿って進めて

おります。 

  食物アレルギー対応で最優先すべきことは、安

全性です。そのために、該当児童生徒の情報を正

確に把握することが必要になりますので、保護者

との連携を密にし、対応が必要な児童生徒につい

ては、医師の作成する学校生活管理指導表を原則

として毎年提出していただいております。 

  食物アレルギー対応の流れにつきましては、新

１年生分は、就学時健康診断の際に、児童に関す

る調査票を提出していただき、食物アレルギーを

有する児童の保護者を対象に個別相談の場を設

け、聞き取り調査を行っております。その後、関

係職員により対応を決定し、食物アレルギー個人

調査票を作成し、決定された対応により給食が実

施されます。 

  また、進級時は児童に関する調査票を提出いた

だくほか、新たに対応が必要になった方、前年度

の内容から変更があった場合、年度途中で対応に

変更があった場合など、保護者に聞き取りを行い、

対応を決定し、食物アレルギー個人調査票を作成

します。 

  中学校に進学時は、小学校から申し送りのあっ

た食物アレルギー個人票と食物アレルギー指示

書の確認を行い、対応を検討するなど、できる限

り保護者との連携を密にすることで、事故が起こ

らないよう努めております。 

  食物アレルギー対応に係る職員の役割に関しま

しては、養護教論は、食物アレルギーを持つ児童

生徒の情報収集と校内での情報共有、親子給食関

連校への情報提供を中心となって行い、栄養教諭、

学校栄養士、給食主任は、対応が必要な児童につ

いて対応食を検討し、対応食用の献立表を作成し、

保護者と連携、調整を行います。 

  また、調理師は、栄養教論等の指示の下、調理

上の具体的な手順等を確認し、混入や誤食のない

よう万全の準備を行っております。 

  なお、管理職や学級担任の役割も手引に明記し、

多くの職員が複数の目で分かるような体制を整

え、組織的な対応に努めております。 

  本市においては、アレルギー除去対応食材の品

目を定めておりませんが、各学校の状況に応じ、

安全性を最優先に考え、卵や乳製品、果物など、

調理過程において取り分けることが可能な範囲

で、アレルギー除去食を提供しております。 

  続きまして、（２）共同調理方式で提供される

アレルギー対応食は、具体的にどのようなものに

なるのかについてお答えいたします。 

  共同調理場における食物アレルギー対応につき

ましては、現在、近隣の事例等の研究を進めてい

る段階であります。 

  統合中学校の給食開始までに、さきにお話しい

たしました小学校の食物アレルギー対応の流れ

に基づき、中学校版のマニュアルを策定するとと
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もに、食に対する自己管理能力を育て、全ての生

徒が給食の時間を安全に過ごすことができ、小学

校から中学校まで一貫して適切に、生徒や保護者

に寄り添った食物アレルギー対応ができるよう、

保護者・学校・共同調理場等の関係者が相互に連

携し、当事者としての意識と共通認識を強く持ち、

組織的に対応していく管理体制を構築していき

たいと考えております。 

  また、共同調理場にアレルギー対応専用室を設

置し、アレルゲンが混入しない施設の整備や、調

理過程におけるアレルゲンの混入リスクを極力

排除する体制づくりを進めるとともに、対象品目

をはじめ、実情に合わせた対応を検討していきた

いと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、２、デジタル

改革関連法が成立したことにより、本市の市民生

活にどのような影響が生じるか。また、その対策

をどのように考えているかのうち、（１）地方自

治体情報システムの標準化に関してはどうかに

ついてお答えいたします。 

  初めに、現行システムの状況について申し上げ

ます。 

  住民記録や税、福祉など様々な業務で使用する、

いわゆる基幹系システムにつきましては、大手の

システムメーカーがそれぞれ独自の仕様に基づ

きソフトを開発しており、さらに、各自治体にお

いては、事務の効率化や独自の施策に対応するた

め、一般的にカスタマイズと呼ばれているソフト

の改良、修正を加えて運用しているケースが多い

ものと思っております。 

  このため、法改正などのシステム改修時には、

各システムメーカーが法改正の内容を踏まえて、

それぞれソフトを改修するだけでなく、カスタマ

イズした部分においても追加の修正が必要とな

り、システムの維持管理に多額の費用を要してい

る状況にあります。本市においても、同様な状況

でございます。 

  国では、デジタル化に向けた政策を推し進める

ため、デジタル改革関連法を制定し、その中の一

つ、地方公共団体情報システムの標準化に関する

法律では、自治体がそれぞれ運用している基幹系

システムを全国全ての自治体において、標準化・

共通化していくこととしております。 

  これにより自治体がこれまで個別に対応してい

たシステム改修等の負担が軽減されるほか、業務

プロセスも標準化されることにより、本市でも今

年度から導入予定であるパソコン上の定型業務

の自動化を行うＲＰＡも活用しやすくなるもの

と考えられます。 

  また、住民や企業の利便性向上に関しては、申

請様式等の統一化やマイナンバーカードを利用

したオンライン申請の標準化などが考えられて

いるようですが、具体的にどのようになっていく

かは、現段階では明確に示されておりません。 

  標準化・共通化については、国が示すスケジュ

ールの中では、令和７年度までに実施する必要が

あることから、今後、庁内における関係部署とシ

ステムの標準化に向けた推進体制を構築し、着実

に推進していきたいと考えております。 

  私からは以上でございます。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

  〔後藤利明総務部長登壇〕 

○後藤利明総務部長 私からは、デジタル改革関連

法の成立によって、本市の個人情報保護にどのよ

うな影響が生じるか、また、その対策についてお

答えいたします。 

  まず、本市の個人情報保護に与える影響ですが、

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整

備に関する法律が公布されたことに伴い、これま

で国、地方公共団体、民間企業など個人情報を保

有する主体ごとに法律や条例を適用して取り扱

っていたものが、個人情報の保護に関する法律に

一元化されることになります。 
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  特に地方公共団体は、団体ごとに個人情報保護

条例が異なる現状ですので、国全体の統一的なル

ールに沿って運用していくスタイルに変わるこ

とで、個人情報保護の取扱いが標準化されてくる

と考えられます。 

  一方で、法律の範囲内で条例を規定することに

なりますので、これまで地域の事情に応じて行っ

ていた地方公共団体独自の運用が許容されない

場合が出てくると考えられます。具体的に条例で

規定する範囲といたしましては、地域の特性やそ

の他の事情に応じて差別や偏見その他の不利益

が生じないようにその取扱いに特に配慮を要す

る要配慮個人情報の規定、審査請求などの事務手

続に関する規定、手数料の設定といったものに限

定され、その他の基本的な部分は法律に沿って運

用していくことになります。 

  このため、本市がこれまで条例に基づき独自に

運用してきたものが国のガイドライン等で示さ

れる運用に変わります。例えば、現在、個人情報

の開示請求は、原則として本人限定ですが、今後

は任意代理人による請求も可能となります。また、

現行の条例では、通信回線を通じた電子計算機の

結合による個人情報の提供、いわゆるオンライン

結合につきましては、情報公開・個人情報保護審

査会の意見を聞かなければなりませんが、このた

びの法改正の趣旨である個人情報の適切な保護

とデータ流通の両立を実現するため、今後は国の

ガイドライン等にのっとった運用になります。 

  令和４年春には、国のガイドライン等が示され

る予定ですので、それを踏まえながら十分検討を

行い、条例の改正や市民への周知を行い、関係機

関とも連携し、引き続き個人情報保護の推進に努

めていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

  〔安部道夫市民環境部長登壇〕 

○安部道夫市民環境部長 私からは、３、本市にお

ける小規模水道について、人口減少が進む中で現

状をどのように捉え、課題をどう認識しているか

についてお答えいたします。 

  初めに、（１）現状をどのように捉えているか

についてでありますが、小規模水道は、山形県小

規模水道条例により、給水人口50人以上のもの、

または学校等に布設するもので、導管及びその他

の工作物により、水を人の飲用に適する水として

供給する施設の総体であり、水道法の適用を受け

るものを除くと規定されております。 

  本市に存在する小規模水道は、民営による小規

模水道組合が11ございます。これを給水人口規模

で見ると令和２年３月末現在での県の資料では、

最少が28人、最大が70人であり、11組合の給水人

口の合計は495人となっております。平成21年度

の給水人口の合計は648人であったことから、10

年で153人、約24％の減少となっております。 

  また、水源種別では、浅井戸によるものが８施

設、湧き水が２施設、伏流水が１施設となってお

ります。 

  水道施設はその大小を問わず、そこに生活する

市民にとって必要不可欠なライフラインであり

ます。小規模水道には、山形県小規模水道条例に

より、年１回以上の水質検査の実施が義務づけら

れており、置賜保健所が毎年行う施設の立入調査

には本市も同行するなど、県、市、地域が連携し

て小規模水道施設の衛生管理に関する指導、確認

を行い、適正管理に努めているところです。 

  なお、市内の小規模水道施設におきましては、

住民負担で維持管理を行っておりますが、人口減

少に伴い、構成する組合員の負担は大きくなって

きているものと認識しております。このため、本

市では米沢市小規模水道組合衛生管理費補助金

により10万円を上限として、小規模水道組合など

に対し、適正な飲料水の確保を図るため衛生上必

要な水質検査費用の助成を行っております。 

  次に、（２）施設や設備の老朽化対策・修繕に

ついて、費用補助の内容は十分か、見直すべき点

はないかとの御質問についてお答えします。 
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  （１）でも御説明したとおり、市内小規模水道

施設の運営は、住民負担で行われておりますが、

もとより人口規模が小さい上、人口減少傾向にあ

ることから、本市では、米沢市飲料水改善事業費

補助金により小規模水道組合等が行う飲料水給

水の基幹となる施設・設備の新設及び更新に係る

30万円以上の工事費について、３分の２の額を上

限として補助を行うとともに、小規模水道の対象

が山形県の条例では給水人口50人以上としてい

るところを、米沢市飲料水改善事業費補助金では、

給水世帯数10世帯以上または給水人口20人以上

の事業主体が行うものを対象とするなど、補助の

対象要件を拡大しているところであり、費用補助

の内容などについては、十分かつ適正なものであ

ると考えておりますが、今後も地域の実情の聞き

取りを行うなど、引き続き実態把握に努め、見直

すべき点がないか、また、どのような対応が考え

られるか研究してまいりたいと考えております。 

  私からは、以上です。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） まずは答弁ありがとう

ございました。順次質問席から質問させていただ

きたいと思います。 

  冒頭申し上げましたけれども、現行と同様の水

準のアレルギー対策、そして、さらによりきめ細

やかな対応が可能になる、こういう答弁がなされ

ておりました。 

  具体的にその基準となる現状の小学校で実施さ

れているアレルギー対策、これを具体的にお知ら

せいただきたいということで、聞き取りの際に申

し上げました。項目としては、先ほど演壇から申

し上げたとおりですが、対応している食材は何種

類あるのか。これは答弁がなかったように思いま

すが、いかがですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 アレルギー除去対応食材

の品目について、細かなところは決めておらず、

学校ごとに子供たちの現状を踏まえながら、対応

できるところを相談して実施しているという現

状です。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 先ほどは、卵、乳、果

物などということで、あたかも３種類だけしか対

応していない、そのように受け取られかねない、

そういう答弁だったかと思いますが、実情は違う

のだということでよろしいですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 各学校の子供たちのアレ

ルゲンを確認し、対応可能なところということで

すので、先ほど申し上げましたのは例というとこ

ろで申し上げさせていただきました。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 以前、お聞きしたこと

があります。対応している食材について、ゴマ、

クルミ、魚類、ナッツ類、甲殻類、トマト、リン

ゴ、キウイなどなど多岐にわたって、先ほど学校

によってというお話がありましたが、３種類に限

らず非常に幅広く対応されている。そのようなこ

とが実際は行われているのだということだと思

います。 

  この対応の種類について、高橋壽議員が学校給

食における食物アレルギーの種類についてぜひ

教えてほしいということで、資料を求められまし

た。出てきた資料について私も見させていただい

て、今手元にあります。 

  冒頭には、アレルギーの原因となる食品の加熱

の有無、加熱の程度、症状を誘発する摂取量等が

一人一人異なるため、食物アレルギーの状況に応

じた対応が必要であると、このように記載されて

おります。このような対応を現在はされていると

いうことでよろしいですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 先ほど申し上げましたと

おり、各学校における児童の実態、医師からの指

示、そのようなものを踏まえながら、対応できる

ものを相談して、今現在は対応させていただいて
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おります。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） それから、聞き取りの

際は、盛りつけや配膳がどうなっているのか、こ

れについてもお話しさせていただきました。それ

についての回答がありません。どうなっています

か。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 盛りつけにつきましては、

給食室で、除去したものについて盛りつけをし、

食器にラップなどをして、そこに各児童の名前を

表示したり、それから、どのようなものが対応で

きないのだということも明記している。そして、

それを教室に持っていったときには、その物は担

任から対象の児童に手渡したり、それからラップ

については、いただきますをして直前までラップ

を外さないなど、細かな約束事を決めて、誤った

対応にならないようにという配慮をしていると

ころです。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） この点についても以前

お聞きしたことがあります。学校によってかもし

れませんけれども、食器を分けていると。アレル

ギー対応食とそうでない給食と、学校によっては

食器を分けて盛りつけ、配膳していると、そうい

うことのようですけれども、それで間違いないで

しょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 学校の対応として、一部

の学校では食器の色を分けて間違いのないよう

にということで、目で見て確認ができる、そうい

った対応をしている学校もございます。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 食材の種類、それから

今の食器の配膳、盛りつけ方法、これをお伺いし

ますと、私は非常に細かい対応がなされているの

だと思います。 

  しかし教育長は、これよりさらによりきめ細や

かな対応が可能になると、そのように答弁されま

した。本当に可能ですか。改めてお伺いします。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 現在の中学校においては、

本人除去、一部弁当対応、完全弁当対応というこ

とです。共同調理場になることで、中学生にも除

去食の提供というのが可能になると考えており

ます。 

  なお、安全性が一番であり、中学生においては

成長とともに食に対する自己管理能力を身につ

けることや、将来に向けて自立できるよう支援す

る点も必要になってきますので、よりきめ細やか

なという部分と、それから中学生にとって必要な

部分ということをしっかりと見極めていきたい

と、そのように思っております。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 聞かれたことだけに答

えてください。 

  現行のアレルギー対応、これをお聞きしました。 

  一方、センターでは、どのようなものになるの

か。この点について、昨年１年間学校給食検討委

員会が開催されまして、そこで話題になっており

ます。この議事録は教育委員会のホームページに

掲載されておりますので、これは誰でも見ること

ができる。第５回学校給食検討委員会で、ある委

員の方がこういう発言をされています。御紹介し

ます。 

  センターでもアレルギー対応は別室で設けるな

どしているが、限定した食材に対応しているとこ

ろが多い。センターになれば安全だという話を過

度に進めてしまうと、現実は違っていることもあ

り得るので、教育委員会で、どのようなセンター

がどのくらいの規模で、アレルギー対応職員は何

人で、何％対応ができているか調べていただきた

い。 

  これは昨年11月30日の第５回の学校給食検討委

員会でのある委員の方の発言です。調査されてい

ますか。 
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○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 現在も県内の給食センタ

ーからの聞き取りなど、それからホームページな

どを活用して先進事例については調べるなど、研

究を継続して進めているところです。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 現在調査中であるにも

かかわらず、現在の対応よりもよりきめ細やかな

対応ができる。なぜそんなことが言えるのですか、

調査中なのに、結論が出ていないのに。お答えく

ださい。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 中学生においては、現在

の本人除去よりもきめ細やかに、給食室からの除

去食の提供を可能にしたいと、そのような考えを

持っておるところです。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） なぜ現在中学校で本人

除去になっているのか。そしてセンターで本当に

できるようになるのか。今よりも細やかな対応で

す。 

  これを私は小学校での対応のことと比較しての

話だと思っていました。それで、この点について

も、実は先ほど紹介しました第５回学校給食検討

委員会で発言がございます。 

  ちょっと長くなりますが御紹介します。 

  委員の方が、アレルギーに関しては学校で個々

に対応して――先ほどありました――診断書が

出たものに限り除去しているが、学校の中ではグ

レーゾーンということで、診断書がなくても子供

を見て状況に合った対応をしている。それが、セ

ンターになると、決まりの中でするとなれば、診

断書がないとできないとか、グレーゾーンを拾っ

ていく状況にはならないと思う。 

  この委員の方の発言に対して委員長が、個々の

顔が見えないとアレルギーの対応がやりにくい。

グレーゾーンの児童生徒がいた場合、センターだ

と分からない部分が出てくるという話があった

が、栄養教諭の立場で把握はしないのか。これは

委員長の発言です。 

  それに対して委員の方、これは栄養教諭の立場

でと委員長が振っていますので、答えた委員の方

は栄養教諭か栄養士かという話になるかと思い

ます。その方はこうおっしゃっています。対応す

るとなれば把握する。そういう意味での栄養教諭

の人数は不足すると思う。 

  ちょっとここで区切りますが、教育長はかつて

給食センターに複数の栄養教諭が配置されるた

め、互いに相談、連絡を図りながらチームとして

業務を行うことが可能となりますと、そういう答

弁をしています。複数とは何人ですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 令和８年度の中学生の人

数、今分かっている人数からしますと、２名の配

置というのが基準かと思います。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 複数は複数でも２名と

いうことです。その点について、先ほど委員長か

ら振られた委員の方もこうおっしゃっています。

続けます。 

  例えば6,000食弱であれば、栄養教諭は２名しか

配置されないので、アレルギー対応が50名だとす

ると、全員の保護者と面談し、できる、できない、

やるべき、やらなくてもいいなどの話合いをし、

対応する。その後、各学校分のアレルギー対応食

を作り、配送業者に配送してもらう。学校に届き、

職員に届き、担任に届き、生徒に確実に届いたと

いう確認をしなければならないが、その作業の煩

雑さ、確認作業漏れの怖さがセンターの場合はあ

る。自校だと自分が渡してその場で確認できる。 

  こう、委員長の問いに対して答えています。こ

れをどう思われますか。センターで本当に対応可

能ですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 現在米沢でやっているの

は自校の小学校でのアレルギー対応のみで、セン
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ターについてはまだやったことのない状況では

ありますが、様々対応されている各地のセンター

の対応についてしっかりと学びながら、米沢とし

てどうやっていくべきかというところについて

は考えていきたいなと思っておるところです。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 改めて教育長に伺いま

す。 

  センター方式にした場合、さらによりきめ細や

かな対応が可能になる、そうお考えですか。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

○土屋 宏教育長 学校給食における食物アレルギ

ーの基本的な考え方は、全ての児童生徒が給食の

時間を安全に、かつ楽しんで過ごせるようにする

ことで、そのために安全性を最優先にして学校給

食に携わる全ての方々が相互に連携して、当事者

としての意識と共通理解を強く持って組織的に

対応することが不可欠であると考えています。 

  中学校においては、義務教育の最終段階である

ことから、自分の食について自分でしっかり管理

していける能力を身につけさせなければならな

いと考えています。 

  したがいまして、小学校１年生と中学校３年生

では、食物アレルギーの対応も違ったものになる

と考えておりまして、中学生にとって将来を見据

えた食の自立、アレルギー対応について具体的に

どのような取組が望ましいのか、しっかり検討を

進めて対応したいと考えております。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 答えになっていません。 

  質問は、さらによりきめ細やかな対応が可能に

なるのですか、なると考えているのですか、何で

そう考えられるのですか、そういうことです。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

○土屋 宏教育長 なるように進めていくつもりで

考えています。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 私もこれまで３か所ほ

どセンターの視察をさせていただきました。どこ

とは言いませんが、アレルギー対応について御紹

介したいと思います。 

  ある箇所では、アレルギー対応については乳と

卵のみ対応していると。ゴマ油など、保護者から

細かな要望が出されても、煩雑化するため、申し

訳ないが一人一人への対応はできないと断って

いる。そのように担当者の方はおっしゃっていま

す。 

  別なところ。アレルギー対応食は、卵、乳、ソ

バ、カニ、落花生を全て除去した除去食として１

種類のみ調理している。 

  もう１か所は４月から稼働していますが、アレ

ルギー対応はまだできていない、来年５月からと

いうことをお聞きしています。５月対応を目指し

ているということです。 

  このようなことを考えますと、本当にさらによ

りきめ細やかな対応が可能になる、何と何を比較

してよりきめ細やかな対応と言っているのか、私

には分かりません。６月定例会でも申し上げまし

たが、センター方式に理想像を追い求めている。

実際にアレルギー対応ができない、十分でない、

そういったことが十分考えられるのではないで

すか。そうした場合に、いやできなかったと、そ

れでは済ませられないことなのではないですか。

そのように私は申し上げておきたいと思います。 

  ２項目めに移ります。 

  デジタル改革関連法。情報システムの標準化に

関して一番心配しているのは本市における個人

住民税、固定資産税、国保税、これの徴収時期の

変更です。 

  今現在、本市では、10期徴収ということになっ

ています。つまり10回に分けて納めていると。で

すが、これは特例だということで、特例条例が設

定されております。これが標準化によって全国一

律に本則４期ということになりはしないか。それ

が一番心配されますが、いかがですか。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 
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○後藤利明総務部長 現時点におきましては、期割

や端数処理の方法等についての詳細な要件が示

されておりません。 

  税の納期につきましては、国の標準化システム

の仕様が確定した時点で標準化システムの導入

費用と市民の利便性等を勘案して検討していき

たいと考えております。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） これは、今まで10回で

納めてよかったものが４回で納めろということ

になれば、単純計算して１回の納入額が今までの

2.5倍ということになるわけです。非常に大きな

影響が及ぶと心配するところです。そうならない

ようにといっても通じるかどうか分かりません

が、注視していかなければならない。 

  これ以外に、やはり地域や住民の実情に応じた

カスタマイズというのがそれぞれの自治体では

あるわけで、今回の法律の制定によってそういっ

た地域の情報に根差した、実情に合った、そうい

った仕組みが統一化されていってしまうのでは

ないかと。 

  今回、標準化対象業務は17業務に及ぶというこ

とで非常に広範囲に及びます。例えば住民基本台

帳、児童手当、子ども・子育て支援、児童扶養手

当、介護保険、生活保護、健康管理、障がい者福

祉、国民年金、就学、国民健康保険、後期高齢者

医療。これらが政令によって定められていると。

そのほかに、先ほど言った税関係以外に市民生活

に影響が行くということは、今現在考えられてい

ますか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 基幹系システムですので

かなりの広範囲な状況になるのかと思っており

ます。まだ具体的に全部の仕様が示されていない

状況でございますので、示された段階でしっかり

そういったものに対応しながら、市民生活に全く

影響がないとは言えないと思いますけれども、な

るべくそういったものを縮小できるのかどうか

も含めて検討していきたいと思っております。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 一方で個人情報保護に

関してですけれども、先ほども答弁が一部ありま

した。現在の米沢市情報公開・個人情報保護審査

会、これが恐らく各自治体に設置されているのだ

ろうと思います。この審査状況、本市の状況はど

うなっているでしょうか。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 本市の情報公開・個人情報保

護審査会の現状でございますが、開示決定に対す

る審査請求があった場合に審査会に調査、審議を

諮問しておりますが、平成28年度以降、ここ５年

間で申し上げれば４件諮問し、答申をいただいて

おります。また、市が個人情報の収集や提供を行

う場合は、審査会に意見を聞いた上で、相当な理

由があれば審査会が開けますので、そういった場

合には審議いただいております。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） なかなかぴんときませ

んので具体例を挙げたいと思います。 

  刑事訴訟法第197条、任意捜査による捜査事項照

会と、そういう項目があります。これに関連して

１つ、図書館における個人の貸出情報について、

捜査当局からこの条文を理由に照会はありまし

たか。あったとすれば、それに対応する対応の仕

方はどうだったでしょうか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 市立米沢図書館では、こ

れまで警察機関の任意捜査で利用者個人の貸出

記録等に関する照会を受けたことはございませ

ん。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 今後、もし照会があれ

ばどうしますか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 仮に任意捜査での照会が

あった場合、施設を管理運営する指定管理者では
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なくて、施設を所管する本市がその判断を行うこ

とになりますけれども、図書の貸出履歴につきま

しては、利用者個人のプライバシーに関する重要

な情報でありますので、これについては、原則と

して警察機関を含めた外部への情報提供はしな

いこととしております。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 原則として照会には応

じないと。ちなみに、その照会に応じなくても罰

則もない、応招義務もないと、そういうことで、

法律の解釈は理解しておるところです。 

  もう一つ、軽自動車、原動機付自転車、いわゆ

る原付のナンバーによる所有者の照会、これに対

する対応はどうなっていますか。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 軽自動車のうち三輪以上の車

両ですとか、125ccを超えるバイクのナンバープ

レートにつきましては、これは国の機関や軽自動

車検査協会で行っておりますので、市町村に対し

ての照会はないものと考えております。 

  一方、原動機付自転車の場合につきましては、

ナンバープレートは市で交付されますので市に

照会がなされると思いますが、これにつきまして

は、平成17年３月に国の考え方が示されまして、

刑事訴訟法第197条第２項に基づくいわゆる任意

照会につきましては、単なる協力依頼ではなく報

告義務を伴うものであることが明確にされたこ

とから、本市についてはこの照会に応じていると

ころでございます。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 項目によって対応が違

うということが分かりました。 

  あえてここでその点については議論しませんけ

れども、刑事訴訟法第197条に基づく任意捜査に

係る捜査事項照会、これは全国的にも恐らく対応

が分かれるところなのではないかと思います。 

  ちなみに本市の、先ほどお話ありました情報公

開・個人情報保護審査会、これにはかけられるこ

とになりますか、軽自動車のほうですけれども。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 ナンバープレートにつきまし

ては、審査会の対象外でございます。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 今回の個人情報保護に

関する法律の改定に伴いましても懸念が示され

ています。警察が保有するＤＮＡや指紋などのデ

ータベース、監視カメラやドライブレコーダーの

映像、これについては個人情報の管理の監督が行

われていない現状にある。それから、個人情報を

リスト化した個人情報ファイル簿の作成義務、こ

れが国の機関に課せられていますが、捜査機関は

作成公表を免れていると、その点が指摘されてい

ます。任意捜査であるとはいいながら、本当に任

意捜査で必要な事項なのかどうか。これを確認す

るすべはないということだろうと思います。 

  個人情報保護条例、これは今後、改正個人情報

保護法が22年春まで施行、自治体関係は23年春ま

で施行ということで、先ほども言及がありました

が国が作成するガイドラインに従って各地方自

治体の関連条例の改定が進むだろうと言われて

います。この改正が進む際に個人情報の保護の推

進に努めるという答弁がありましたけれども、そ

のために個人情報保護条例の改正に当たっては、

慎重に検討する必要があるだろうと思います。 

  そこで言われているのが、自己情報コントロー

ル権。これは法律では認められなかったとされて

いますが、この自己情報コントロール権はいかな

るものなのか、簡単に御説明いただけますか。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 明確な法的概念は現在整って

おりませんので、様々な表現があるようでござい

ます。例えば、どんな自己情報が集められている

のかを知り、不当に使われないように関与する権

利などという表現が一般的でございます。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 本当に簡単にお答えい
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ただきましたが、自分の情報がどこにどのような

内容で管理、利用、提供されているかを知り、そ

の利用の停止や訂正のほか、不当に収集された場

合はその証拠を求めることができる権利とされ

ています。 

  この自己情報コントロール権、さらに一歩進ん

で、スペインのバルセロナ市――聞いたことがあ

るような、ないような市ですけれども――そこで

はどういうデータをどこまで誰に提供してよい

かという基準を、市民が議論して決めている。こ

れをデジタル主権というそうです。 

  このようなことをぜひ参考にしていただいて、

今後、個人情報保護条例改正が必ず議会にも上程

になることと思います。その際に、個人情報保護

の観点をしっかりと捉えて、議案を提出いただけ

ればと思いますが、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 先ほど申し上げましたが、現

在、まだこの自己情報コントロール権につきまし

ては、国でも明確な位置づけを行っておりません

ので、今議員お述べのことにつきましては、なか

なか難しいものと考えております。ただ、現状の

条例、さらには改正後の法律におきましても、個

人情報の開示請求のほか自己情報の訂正、利用中

止を求める権利などを規定しておりますし、個人

情報の利用や提供に当たりましても、本人が関与

する仕組みがありますので、実質的に自己情報を

コントロールできる状況が保障されているもの

と考えております。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 現状のその規定が後退

しないように、ぜひお願いしたいと思います。 

  次に、小規模水道についてに移ります。 

  まず、端的にお伺いしますが、小規模水道の担

当部署はどこになるでしょうか。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 市民環境部の環境生活課

が担当窓口となっております。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） ぜひ日常的に現地の確

認などをして、あるいは組合の方、現地の方と情

報交換等を密にやっていただきたいと思うわけ

ですが、先般、ある地区で、急に水道が出なくな

ったということがあったようです。それに対して

給水車を出されたということですが、そのように

なった原因。災害によるものですか。何でしょう。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 詳細については把握して

いないところでございますが、災害という話は聞

いておりませんので、老朽化によるものと考えて

おります。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 今話に出たように老朽

化によるものではないかというのが一番考えら

れるということです。 

  ということは、今後も老朽化が進むことによっ

て水が出なくなるという事態が十分に想定され

ます。その場合に、当然施設設備の修繕あるいは

更新、そういったものが必要になるわけですが、

先ほどその費用の補助について３分の２という

お話がありましたが、人口減少が進んでいる中で

残り３分の１を現地で生活している方々が負担

するということは大変厳しくなってきている。し

かも、その平場の街中のそういう工事現場とは違

って山間部なので、重機も容易に入れないような、

私も７月に見させていただきましたが、そのよう

な場所が多いのだろうと思います。そうすると費

用もかさむということで、ぜひ補助率についても

今後考慮していただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 補助率に関しましては、

先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、人口減

少、あるいはもともと住んでいる方が少ないとい

うのを前提にした割合という形でございます。た

だ、こちらも先ほど申し上げましたが、今後の地
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域の実情の聞き取り、そういったものを行って、

見直すべき点がないか、どのような対応が考えら

れるかというのを研究してまいりたいと考えて

おります。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 今後と言わず、ぜひ見

直していただきたい点があります。 

  それは、補助、お金を得て工事費なり委託をす

るわけですけれども、工事業者に工事後に支払う、

そのための費用が、実は地元で一旦全額立替えに

なっていると。それで、立替えをした後に、先ほ

どの補助率に応じて市からの補助が入るという

ことです。これを立替えでなくて、地元負担は地

元負担分、市からの補助は補助分ということで別

立てで業者なり事業者なり、そういった方に支払

われる、そのような仕組みにはできませんか。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 工事に関しましては、工

事が完了したときは本市の竣工検査を受けてい

ただくことになります。この検査で適正な事業の

執行が確認されれば、その段階で工事費の支払い

前であっても補助金を支出することができます

ので、そのお支払いのタイミング、そういったも

のについては、その都度打合せ、御相談などをさ

せていただきたいと考えております。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 先ほど申し上げました

ように、平場の工事と違って、工事そのものはそ

んなに複雑な工事でないにしても、場所が場所だ

けに経費がかさむということがあるようです。そ

のために、費用全額を一旦地元で負担するという

ことも大変負担が重くなってきているというこ

とが実態として挙げられているようです。ぜひ仕

組み的に改善できるものであれば、積極的に地元

のために改善していっていただきたいと思いま

すが、最後にいかがでしょうか。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 先ほどの工事費の負担に

つきましても、業者にお支払いする前の補助金の

支給は可能という形でございます。 

  そのほかにも様々、このような問題は全国共通

の課題だと考えておりますので、見直すべき点、

あるいは対応、どのようなものがあるかというこ

とは今後研究してまいりたいと考えております。 

○相田克平議長 以上で17番太田克典議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時１０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時０９分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、山林や農地の活用の在り方について外１

点、19番島貫宏幸議員。 

  〔１９番島貫宏幸議員登壇〕（拍手） 

○１９番（島貫宏幸議員） 皆さん、こんにちは。

至誠会の島貫宏幸です。 

  ６月の定例会では、マイマイガの幼虫を画像で

示しながら一般質問を行いましたけれども、いわ

ゆる毛虫の画像だったために、不快に思われた

方々もありました。 

  今回の一般質問では、できるだけ配慮した画像

を示しながら、質問の内容がよりイメージしやす

くなるように進めてまいりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

  １つ目の質問は、山林や農地の活用の在り方に

ついてであります。米沢市の総面積は５万4,851

ヘクタールであり、そのうち森林面積は４万

1,550ヘクタールと、総面積の約77％を占めてお

り、「米沢のあらまし」の中では、国土の保全、

水源涵養、環境保全等の多面的な機能を有し、地

域経済と地域住民の生活に大きな役割を担って

いるとしております。農地の経営耕地面積は水田
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が3,381ヘクタールで全体の91.5％、畑が221ヘク

タールで６％、果樹が94ヘクタールで2.5％であ

り、本市農業の基盤となっております。 

  ところが近年では、こうした山林や農地の売買

や活用についてのトラブルが発生し、全国的に問

題視されるようになってきました。いわゆる外国

資本等による土地の売買であります。 

  諸外国では土地の取引に関して厳しく規制して

いる国がある一方で、憲法第29条では、財産権が

保障されておりますが、外資規制に関する記述は

特に設けられておりません。つまり、外資を問わ

ず合法的な売買に、お墨つきが与えられているこ

とになります。 

  では、実態はどうでしょうか。 

  農林水産省が、山林の外資買収について毎年公

表している累計値によりますと、2010年では43件

で831ヘクタールでありましたが、10年後の2020

年には、465件で7,560ヘクタールに膨らんでおり、

この面積は米沢市の経営耕地面積の約２倍に達

します。 

  さらには、日本人や日本法人をダミー的に登記

名義人にしたケースや、未届けのケースもあり、

国の公表データに反映されていないことから、実

際にはさらに数字が膨れ上がる可能性が指摘さ

れています。海外からの自由な国土の売買は、課

税や徴税を困難にするほか、所有者不明による公

共事業の遅延の影響などが心配されているとこ

ろであります。 

  こうしたゆゆしき状況を背景に、国家安全保障

の観点から、自衛隊基地や原子力発電所などの重

要施設周辺１キロメートルと、国境離島などを注

視区域とし、土地所有者の国籍や氏名、利用状況

を調査できる土地利用規制法が今年の６月16日

に成立しました。しかし、この法律は、重要施設

の機能を阻害する利用行為に対し、勧告や命令が

なされ、違反した場合は２年以下の懲役としてお

り、利用行為に限り制限を加えるもので、外国人

が日本の土地を買うことができないとする法律

ではないことから、いまだに賛否はありますが、

国会での議論を期待したいところであります。 

  以上を踏まえてお尋ねいたします。 

  山林や農地の取引における現状の課題について、

本市の考えをお答えください。 

  次に、７月３日に静岡県熱海市で記録的な大雨

による大規模な土石流が発生し、死者25名、行方

不明者２名、半壊または全壊した家屋が131棟と

なる大災害となりました。被災された皆様に心よ

りお見舞いを申し上げるとともに、一日も早い復

旧を願うところであります。 

  記録的な大雨がもたらした大災害ではあります

が、後の検証で、崩落した土砂の総量の97％は、

土石流の起点周辺に造成された盛土であったこ

とが静岡県の推計で明らかになりました。開発行

為が招いた人災であると同時に、このような大雨

による災害が年々激甚化する中で、自分たちが暮

らす周辺地域は大丈夫だろうかと心配されてい

る方々は少なくないと思います。 

  こうした大災害を未然に防ぐためにも、行政に

よる徹底した指導や監視、予防措置が求められて

いるのではないでしょうか。 

  ここでは、住民や行政の意にそぐわない開発行

為が全国的に増えつつあることから、その状況も

踏まえ、山林の開発行為の申出があった場合に、

どのような手続に基づき対応するのか、その問題

点についてお聞きします。 

  次に、農地活用の現状と課題についてお伺いし

ます。 

  本市の農業は平成27年10月に公表された米沢市

農業振興計画に基づき、関係団体や営農されてい

る方々と共に生産活動をされているものと認識

しております。 

  米沢市農業振興計画の65ページには、優良農地

の確保と、地域の中心経営体への集積・集約につ

いて記載されており、昨年の12月に公表された第

２期重点取組事項では、人・農地プランによる担

い手への農地集積と集約が進み、平成30年度末時
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点での農地集積率は78.7％で、県内でも高い集積

率であることが記載されておりました。 

  そこでお伺いいたします。 

  農業振興計画に照らし合わせて浮かび上がる農

地活用の現状と課題を、どのように捉えているの

か。また、中長期的に力を入れて取り組むべき課

題についてお聞きします。 

  次に、大項目２つ目の、きれいなまちづくりか

ら考える、道路や歩道の管理について伺います。 

  1962年、昭和37年10月26日に米沢市市民憲章が

制定されて、間もなく60年を迎えようとしていま

す。 

  市民憲章の「郷土を愛し、きれいなまちをつく

りましょう」の精神を具現化するために、1981年、

昭和56年に、花いっぱい運動推進協議会が設立さ

れました。今年で40周年になります。 

  これまで、歴代の関係の皆様が、市民憲章に掲

げる精神を引き継ぎ、近年では市内施設で花の苗

を育てていただき、地域や企業、団体や学校など

の御協力の下、花を植えていただきました。長き

にわたるこれまでの活動に対し、心より敬意と感

謝を申し上げたいと思います。 

  ここ数年では植樹ますへ、松葉菊の定植活動も

推進されており、これまで３回実施されているほ

か、未計画の植樹ますについても、多くの市民の

方々が自前で花を植えたり、手入れをしてくださ

る姿をよくお見かけするようになりました。本当

にありがたく感じているところです。 

  しかしながら、植樹ますへの花の定植が進む一

方で、管理が行き届かず、雑草が生い茂り、場所

によっては松葉菊が絶えそうになっている箇所

も増えてきました。多くの市民に御参加いただき

ながら定植活動をしていただいただけに、大変心

苦しく、残念に思っている方もいらっしゃるので

はないでしょうか。 

  そこでお伺いいたします。 

  植樹ますの花植え活動と管理を、今後どのよう

に進めていくのかお聞きします。 

  次に、関連の質問になりますが、主要道路や市

道、通学路にもなっている歩道なども、管理が行

き届かないことから縁石や道路際など、近年では

特に雑草が目立ってきました。市民をはじめ、他

市町や県外からお越しになる方々の目にはどう

映るでしょうか。これからの季節、紅葉も終わり

晩秋にかけての街路樹の落ち葉の清掃も十分で

はなく、排水溝の詰まりや腐熟が進むと、車や自

転車、歩行者が滑りやすくなるため、対策が求め

られると思います。 

  幹線道路は主に県の管理ではありますが、きれ

いなまちとして、将来を担う子供たちにも誇れる

取組が、今こそ必要です。本市における雑草や落

ち葉の対策をどのようにお考えなのかお聞きし、

１回目の質問といたします。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは、１の山林や農地の

活用の在り方についてお答えします。 

  初めに、（１）のうち山林の土地取引に関する

制度の現状と課題についてお答えいたします。 

  山林の土地取引に関する制度の現状としまして

は、山林の売買を行おうとする場合、その契約を

締結しようとする２か月前に、山形県水資源保全

条例に基づき事前届出を県へ提出することにな

っております。 

  また、売買のほか、相続や贈与などにより山林

を新たに取得した場合、事後の届出としまして、

森林法に基づき森林の土地の所有者届出を市へ

提出することになっております。 

  ただし、都市計画区域外で１ヘクタールを超え

る取引の場合は、国土利用計画法に基づく土地取

引の届出を市を通じて県に提出することになっ

ており、森林の土地の所有者届出は不要となって

おります。国土利用計画法に基づく土地取引の届

出は、山林に限らず一定面積以上の土地の売買契

約等を行った際に市へ提出する必要がある事後

届出となっております。 
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  山林の土地取引に関する課題としては、山林の

土地境界が不明確な場所が多いことが挙げられ

ます。現地において土地の境界立会いを行わず、

前の所有者から引き継がれていないケースや、前

の所有者も現況が分からないまま所有権だけが

移転され取引されているケースがあり、その後、

森林整備や立木伐採に当たっては境界を確定し

なくてはならず、効率的な森林整備や木材の有効

利用に支障を来しております。 

  また、取引を重ねることにより土地境界がより

不明確になっていくことも懸念されています。 

  次に、（２）山林の開発行為の届出があった場

合の対応と課題についてですが、土砂などの採掘

や林地以外への転用等の土地の形質を変更する

行為、いわゆる開発行為を行う場合、１ヘクター

ルを超える規模のものについては、森林法に基づ

き県知事に申請をして許可を得なければならな

い林地開発許可制度の手続が必要となります。 

  許可基準は、開発することにより、１つ目とし

て災害の防止としまして、周辺地域において土砂

の流出または崩壊、その他の災害を発生させるお

それがないこと、２つ目の水害の防止としまして、

下流域において水害を発生させるおそれがない

こと、３つ目の水源の涵養としまして、周辺地域

の水質・水量などに影響を与え、水の確保に著し

い支障を及ぼすおそれがないこと、４つ目の環境

の保全としまして、周辺地域において環境を著し

く悪化させるおそれがないこと、これら４つの要

件全てに当てはまると認めるときに限り、知事が

許可することとされております。 

  県における審査過程は、申請書の審査や現地調

査を行い、市や山形県森林審議会への意見聴取を

経て、問題がないことが確認されて、許可が出さ

れ、開発行為事業が開始されることになります。 

  また、申請には、開発行為により直接影響を受

けると見込まれる関係者の同意や環境の保全に

関する市と事業者との間で協定を締結すること

となっており、これらのことから本市においては

住民や市の意にそぐわない開発行為はないもの

と認識しております。 

  次に、（３）農地の活用の現状と課題をどのよ

うに捉えているかについてお答えします。 

  平成27年度に策定しました米沢市農業振興計画

では、本市農業の重要な課題として、「担い手の

育成・確保」、「農業所得の最大化」、「ブラン

ドの確立」、そして「農地保全と中山間地域の農

業振興」を掲げ、様々な取組を進めてまいりまし

たが、計画期間10年のうち５年が経過したことか

ら、令和２年から令和６年度までの後期５年間の

重点取組事項をまとめ、目標年次の令和６年度に

おける農業産出額73億円の目標達成に向け取組

を進めております。 

  農業の現状としまして、本市に限らず高齢化に

よる農業従事者の減少が全国的な課題となって

おり、2020年農林業センサスによりますと、本市

の基幹的農業従業者数、これは15歳以上で仕事と

して主に自営農業に従事している方になります

が、平成27年は1,361人でしたが、令和２年では

1,061人と５年間で300人減少しております。 

  こうした高齢化の進展や離農などにより農業従

事者が減少していく状況の中で、中・長期的な課

題としましては、地域農業を支えていく人材の確

保が何よりも大切であり、人材確保のためには、

経営基盤の確立と所得の確保が重要であり、現在

の農地を維持していくためにも、地域農業を支え

る担い手の確保と担い手への農地の集積が大き

な課題であると考えております。 

  このため本市では、新規就農者などの新たな担

い手の確保や農地中間管理機構を活用した担い

手への積極的な農地の集積といった将来を見据

えた取組を進めてまいりましたが、この取組によ

り、直近５年間で65名の方が新規に就農され、農

業振興計画の目標であります年10人の新規就農

者数を達成しており、農地への農地集積率につい

ては、先ほどの御意見にありましたとおり令和２

年度末時点で約79％と県内でも高い数値となっ
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ております。 

  また、米沢地域農業再生協議会での需要に応じ

た主食用米の生産の取組により、夏秋キュウリや

寒中野菜などといった収益性の高い品目の生産、

消費者ニーズに合った収益性の高い園芸作物の

振興と、水田活用の直接支払交付金を活用した水

田フル活用による需要のある作物の作付を推進

しています。 

  転作作物の作付状況としては、アスパラガスや

大豆、飼料作物の作付が伸びており、その中でも

大規模酪農家の規模拡大により飼料作物の作付

が伸びている状況にあります。 

  今後も、地域農業を支える担い手の確保や農地

の集積を進めるとともに、農作業の省力化や効率

化に向けた取組や後継者への経営継承に向けた

取組、担い手への農地集積が円滑に推進されるた

めの支援を講じて、本市の優良な農地の保全、活

用を図っていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 伊藤農業委員会会長。 

  〔伊藤精司農業委員会会長登壇〕 

○伊藤精司農業委員会会長 私からは、１の山林や

農地の活用の在り方についての（１）山林や農地

の取引における現状と課題のうち、農地の取引に

ついてお答えいたします。 

  農業委員会では、農業委員会に関する法律によ

り、農地の権利移動や農地転用に係る事務等を所

管しております。 

  農地を耕作または転用のいずれの目的で取得す

る場合であっても、事前に農業委員会の許可が必

要であり、その許可は、農業委員の合議体である

本市農業委員会総会において、農地法等の関係法

令に基づいて審議の上、許可の処分を行っており

ます。 

  中でも農地転用に関しては、その農地が立地す

る条件や、転用事業内容の確実性、関係権利者の

同意、周辺農地への被害防除の計画等、許可基準

に従い厳密に審査しており、さらに面積規模によ

り、都道府県農業委員会ネットワーク機構の一つ

である山形県農業会議に対して諮問を行い、「許

可相当」との答申を受けた上で許可を行っており

ます。 

  このことから、相続や時効取得等の許可を要し

ない一部の例外的な取得はあるものの、農地の取

引に関しては、いずれも農地法等に基づき適正に

行われているものと考えております。 

  農業委員会としては、農地行政を担う行政委員

会として、優良農地の確保と効率利用を進め、農

地等の利用の最適化に取り組みながら、今後とも

適正な事務処理に努めてまいります。 

  以上です。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

  〔吉田晋平建設部長登壇〕 

○吉田晋平建設部長 私からは、２のきれいなまち

づくりから考える道路や歩道の管理についてお

答えいたします。 

  初めに、（１）植樹ますの花植え活動と管理を

今後どのように進めていくかについてでありま

すが、現在取組を行っている植樹ますを利用した

花植え活動につきましては、米沢みちサポーター

事業のほか、花と樹木でおおわれたまちづくり計

画に基づき実施する花の植栽協働事業や、米沢花

いっぱい運動推進協議会による街路樹桝美化推

進事業、県が実施するふれあいの道路愛護事業な

ど、様々な形で実施されているところであります。 

  このうち、本市が関係する事業の取組状況でご

ざいますが、まず、市道の植樹ますや道路余剰地

に花植えを行う町内会や事業者などの活動に対

して市が支援を行う米沢みちサポーター事業に

つきましては、フラワーポットなどの設置による

ものを除いた昨年度の実績といたしましては、10

団体の方々より、道路延長約0.9キロメートルの

区間に2,700本の花苗を植栽していただきました。 

  また、県道の植樹ますに沿線地域の方々がボラ

ンティアで花植えを行う花の植栽協働事業につ

きましては、県道米沢環状線、山大前交差点から
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成島五差路付近までの約3.5キロメートルの区間

に約6,200本、県道板谷米沢停車場線、通町郵便

局前の南北のメイン道路でありますが、約1.1キ

ロメートルの区間に約600本の花苗を植栽してい

ただきました。 

  米沢花いっぱい運動推進協議会による街路樹桝

美化推進事業では、平成30年度から３か年をかけ

まして、春日三丁目美女塚線、通称モーゼスレイ

ク通り1.5キロメートル、県道米沢高畠線、羽黒

橋から米沢七中までの区間1.1キロメートル、市

道南米沢外ノ内線、市庁舎西側の南北の道路0.9

キロメートル、トータル約3.5キロメートルに、

多年草のマツバギク約8,700本を植栽していただ

きました。 

  これらの事業を通じて、道路景観の向上につな

がる取組を進めていただいた団体や町内会、事業

所の皆様に感謝申し上げるとともに、今後とも事

業継続いただけるよう支援していきたいと考え

ているところであります。 

  さて、花植えした後の植樹ますの管理について

でございますが、主に住宅地が張りつく道路で、

町内会などが中心となって花植えを行った植樹

ますにつきましては、各地域の皆様の御協力によ

り、除草や水やりなどの管理が行き届いており、

美しい景観が維持されているところが多く見受

けられるところであります。 

  その一方で、住宅地から離れた場所につきまし

ては、せっかく花植えをして景観美化を図ったに

もかかわらず、除草や水やりなどが不十分なため、

逆に景観を悪化させてしまっている状況も見受

けられるところであります。 

  特に、米沢花いっぱい運動推進協議会による街

路樹桝美化推進事業で、先ほど議員から御指摘の

ありましたマツバギクを植栽した箇所につきま

しては、これまで定期的に除草作業を実施し、景

観及び植栽そのものの維持に努めてきたところ

ではありますが、どうしても住宅地から離れた場

所につきましては、小まめな対応に限界があり、

雑草が繁茂してしまうような状況がございまし

た。 

  このことにつきましては、協議会としても大き

な課題と捉えているところであり、多くの方々の

協力を得て植栽したマツバギクの継続的な維持

管理に向けて、近隣地域や事業所などにも協力を

要請するなど、試行錯誤しながら対応を図ってき

たところでありますが、いまだ抜本的な解決に至

っていないのが現状となっております。 

  さらに、昨年からのコロナ禍の影響によりまし

て、多人数での除草活動が実施しにくい状況下も

あり、これまで以上に管理が行き届いていない状

況でもございます。 

  協議会としては、今年度も除草作業を実施する

予定ではありますが、コロナ禍の中、少人数で一

定の距離を空けての作業となることから、マツバ

ギクを植栽した植樹ますの全てについて除草作

業を行うことは難しい状況でもあります。 

  このことから、植栽活動以上に、その後の管理

をどのようにしていくかが、現時点での最重要課

題であると同時に、明確な解決策を見いだすこと

が難しい問題でありますが、まずは、花植えした

植樹ますについて、引き続き地域住民の皆様、関

係団体やボランティアの方々の協力を得ながら、

水やりや草むしりなどを行っていただきつつ、よ

り効果的な管理方法について、引き続き研究して

まいりたいと考えております。 

  次に、（２）雑草や落ち葉などの対策をどのよ

うに考えているかの御質問にお答えいたします。 

  道路及び歩道の維持管理につきましては、国道、

県道及び市道などを管理する道路管理者が行っ

ているところでありますが、６月上旬から９月下

旬にかけまして除草対策が追いつかず、道路沿い

の雑草が繁茂し、歩道の縁石部分にも雑草が生え

ている状況が散見され、景観的にもよくない状況

であることは市としても認識しているところで

あります。 

  初めに、道路や歩道の雑草対策についてであり
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ますが、本市では道路草刈業務委託や道路清掃等

業務委託により実施しており、路線によって異な

りますが、年１回から２回の草刈り作業を行って

いるところであります。 

  また、協働によるまちづくりの取組といたしま

して、地域団体と業務委託を締結し、地元住民の

方々による草刈り作業を実施していただいてい

るところもございます。 

  そのほか、道路パトロールや市民からの危険箇

所情報などがあった場合には、状況に応じて直営

による対応も行っているところであります。 

  最近では、市道沿いにおける耕作が放棄された

農地等や、高齢化などによって自宅付近の除草作

業をする人が減少していることなどから、雑草へ

の苦情・除草の要望が増えている状況であり、市

といたしましても、草刈り回数の増加や、地域団

体委託の拡大などの検討を行っていきたいと考

えているところであります。 

  次に、落葉時期に発生いたします道路上の落ち

葉の清掃対策でありますが、街路樹のイチョウや

ケヤキが植栽されている市道沿線を中心に、道路

清掃等業務委託を実施しており、専用の路面清掃

車１台による清掃を年２回ないし３回程度実施

しているところであります。 

  路面清掃作業においては、樹木によって葉が落

ちる時期が一様でない上、風や雨による自然現象

も加わること、落ち葉が乾いていないと機械清掃

が難しいなどの理由から、状況に適した時期に対

応することができない場合もあるものの、道路パ

トロールにより落ち葉の時期を予想し、できるだ

けタイムリーに実施できるよう努めてまいりた

いと考えております。 

  また、道路や歩道の維持管理につきましては、

限られた予算の中での対応としているところで

ありますが、道路の雑草・落ち葉対策の難しさを

感じているところではありますが、市民憲章の

「郷土を愛しきれいなまちをつくりましよう」に

ある、景観などにも配慮した道路の維持管理に努

めてまいりたいと考えております。 

  私からは以上となります。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１９番（島貫宏幸議員） 御答弁ありがとうござ

いました。詳しく御答弁いただいてよく頭に入っ

てきたところもあるのですけれども、疑問な点を

何点か再確認させていただきたいと思います。 

  まず１点目ですけれども、本市では使途不明な

取引等の実態というところで、チェックが入って

いるかどうかではありますけれども、そうした実

態というのは確認されているのかどうか、まずは

お答えいただきたいと思います。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、まず国土利用

計画法に基づいた届出に関してお答えいたしま

す。 

  都市計画区域内で5,000平米以上、都市計画区域

外で１万平米以上の土地売買等の契約を締結し

た場合には、国土利用計画法に基づいて買主が市

を経由しまして県に土地売買等届出書を提出す

ることとなっております。その届出書には利用目

的の記載が義務づけられておりますけれども、こ

れによれば、これまで利用目的が不明だった案件

はないものと認識してございます。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 私からは山林関係についてお

答えいたしますけれども、先ほどお答えさせてい

ただきましたとおり、県の水資源保全条例に基づ

く事前届出や、森林法に基づく森林の土地の所有

者届出におきまして、その利用目的や用途を記載

する項目が申請書にございます。 

  そのため、本市でそれらを確認している限りに

おきましては、使途が不明な山林の土地取引、そ

ういうものはないものと考えております。 

○相田克平議長 宍戸農業委員会事務局長。 

○宍戸徹朗農業委員会事務局長 私からは、農地管

理についてお答えさせていただきます。 

  農地の取引につきましては、先ほど農業委員会
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会長からお答えさせていただきましたとおり、農

地法等に基づき適正に行われているものと考え

ておりますので、使途不明な土地取引はないもの

と認識いたしているところであります。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１９番（島貫宏幸議員） それぞれお答えいただ

き、使途不明な取引は確認できないのだというこ

とでありました。 

  しかしながら、先ほど１回目の質問でも御指摘

したとおり、日本人に名義貸しというか、代わり

に登記をしてもらったりとか、また未届けのケー

スもあるということで問題になっている自治体

もあるということであります。 

  そうしたことから、これから調査できるかどう

かなのですけれども、そうしたものがあるという

ことを前提で、いろいろこれからも対処していた

だきたいと思います。 

  それで、近年山林を切り開いてメガソーラーを

設置することで、それによるトラブルが増加して

おります。毎日新聞が47都道府県にアンケートを

実施したところ、８割がトラブルを抱えているこ

とが分かったということです。トラブルの中身は

土砂災害が29府県、景観の悪化が28府県、自然破

壊が23府県だったと、今年の６月28日付で伝えて

おります。また、県外の大手畜産業界による本市

への進出を心配する声も実は一時期ありました。 

  ここでは、具体的な事業、業種を絞り込んで今

お示ししましたけれども、こうした新規で大規模

に山林を切り開いて事業を行おうとしたときの

対応です。どのような対応。開発の申出があった

場合の対処についてお伺いしたいと思います。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 ただいま御例示ありました件

でありますが、山林におけるメガソーラーなどの

太陽光発電施設や畜産施設などの事業場の整備

と土地の造成でありますが、森林法に基づきまし

て林地開発許可制度の対象となりますので、先ほ

どお答えしましたとおり、まずは県への手続によ

り審査が進められることになります。このため、

事業開始後において問題が発生した場合は、市も

しっかりと連携を取ってまいりますし、県が許可

基準に沿って、事業者に問題があれば是正を求め

対応していくことになりますので、よろしくお願

いいたします。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１９番（島貫宏幸議員） しっかりした対応をし

ていただけるということで解させていただきま

した。 

  あまりこういうことを言うとあれですけれども、

既存の業者、市内にも個人なり、事業でソーラー

パネルを設置している方々がおられます。既存の

方を特にどうこう言うわけではなく、今回は新規

で大規模な開発に対してどのような対処ができ

るかという観点からお聞きしたところでありま

す。 

  2011年に電気事業者による再生エネルギー電気

の調達に関する特別措置法が成立して以降、太陽

光や風力、水力、地熱やバイオマスによる発電が

本格化してきたわけでありますけれども、世界的

なゼロカーボンの機運が高まり、日本政府も2030

年までは13年比で温室効果ガスの排出量を46％

減らして50年まで実質ゼロを目指しており、本市

もゼロカーボンシティ宣言をされたばかりであ

ります。 

  政府が７月に公表したエネルギーの基本計画の

原案では、石油燃料の発電比率を、19年度76％か

ら30年度にかけて41％に減らして、再生可能エネ

ルギーの割合を18％から２倍に引き上げるとし

ております。 

  環境省では、再生可能エネルギー導入など、地

球温暖化に対する積極的に取り組む自治体に対

して支援強化をするということで、2022年度に地

域脱炭素移行・再エネ推進交付金を新設する方針

などを固めておるようです。ＳＤＧｓも追い風に

なり、関連事業者によって市民や自治体の意にそ

ぐわない開発が今後進む可能性が十分、これらを
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追い風にしてあることが想定されますので、トラ

ブルが起こらないように十分な体制で対応を講

じていただきたいと思います。 

  次でありますけれども、先ほど転作のお話など

もいただいたところでありますけれども、農地の

集約化が進んで、県内でもトップレベルだという

報告でした。 

  ただ、優良な水田、大豆とかソバも転作作物と

して植えられている一方で、先ほども御指摘があ

ったとおり酪農家の飼料を育てるためにデント

コーンを植えられているところがぽつぽつ増え

てきました。優良な農地を保全して守っていくの

だという一方で、そうした事情もあって水田を手

放されてそこにデントコーンが植えられている

というところが近年ぽつぽつ目立ってきたわけ

なのですけれども、実はここでお互いがウィン・

ウィンの関係になるためには、やはり作業効率と

かも考えると、一定程度集約化していく必要があ

るのではないかと考えるわけです。そうした御意

見とか話が出ているとは思うのですけれども、計

画的に進めることができないかという点につい

て、お答えいただきたいと思います。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 先ほど転作作物の作付状況と

して飼料作物の作付が伸びていることを御説明

いたしました。そういうこともありますが、米沢

地域農業再生協議会におきましては、需要に応じ

た主食用米の生産に取り組むため、先ほどの飼料

作物もそうですが、大豆、ソバ、園芸作物への作

付転換に取り組んでいるところです。 

  そうした中におきまして、御意見のとおり優良

農地における飼料作物の作付が点在して見られ

るところもあることは承知しておりますけれど

も、御意見のとおりそういったものを作り分けや

圃場の連担化をしていくということは、農業振興

上、大変理想的だと思っておりますので、これか

ら米沢市人・農地プランの実質化を進めておりま

すけれども、今後そうした見直しの中でそうした

ことができるのかどうか、地域の話合いを通しま

して検討していきたいと考えております。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１９番（島貫宏幸議員） 一度取引があっても定

植というかデントコーンが植えられたところに

ついては、なかなか転換するのはかなり困難を極

めるのではないかと私自身も感じますけれども、

将来の本市の農業のことを考える場合には避け

て通れない課題だと思いますので、その点、十分

な話合いを積み重ねていただきながら本市の意

向なども踏まえて、生産者の方に御理解いただき

ながら進めていっていただきたいと思います。 

  それでは、大項目の２番目ですけれども、街路

樹ますの花植え活動、部長からも先ほど取組など

を御紹介いただいたわけなのですが、やはり雑草

の問題は住宅地に近いところから郊外に行くと、

なかなか人手がかからないので伸びてしまって

いるという現状があるようです。 

  ここで、議長にお断りをして資料の写真を準備

させていただいたのでお願いします。 

  これは相生町のところの様子でありますけれど

も、本市で進めているマツバギクがきれいに咲い

ている状況です。こうして管理が行き届けばきれ

いな花が長い間咲くことで、皆さんの目を楽しま

せていただけるということで、特に真ん中の写真

ですけれども、マツバギクだけではなく、ほかの

コキアというほうき草なども植えているところ

もありました。あとは、看板が立っておりますけ

れども、この看板の名前にあるとおり、いろんな

方にそれぞれ御協力いただきながら市の景観を

保つために街路樹ますへの花植えまたは寄せ植

えをされている様子が見てとれます。 

  次の資料をお願いします。 

  これは、先ほど部長からあった花いっぱい運動

推進協議会で植えた箇所のところです。総合運動

公園の北側になります。モーゼスレイク通りの延

長になるのですけれども、ちょうど出入口付近、

左側の写真なのですが、誰かやっぱり管理してい
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ただいているのです。ここが一番きれいに咲いて

いました。真ん中の写真は中程度、少し草が生え

ている状況で、ちょっと花の数が少ない。向かっ

て右側の写真ですけれども、草が強過ぎて端っこ

にマツバギクが追いやられているという状況で

す。 

  これを見て感じるのですけれども、やはり定期

的に――このぐらい大きくなるとやっぱり除草

をするのも難しいと思うのです。だけれども、年

に２回くらい、やっぱり草をむしったほうがいい

のだということをお分かりになっているわけで

すから、ぜひ取り組むための土台づくりをしっか

り進めていただきたいと思うのですけれども。 

  そこで、提案なのですけれども、コロナの状況

ではなかなか申し上げにくいのですが、やはり市

民協働のこうした活動、清掃活動にもつながると

いう観点から、市民みんなで草むしりの日という、

例えばの話ですけれども、そうしたものを設けて

多くの方々にお手伝いいただくと、大体１ます10

分、15分程度で、お一人で関わっても除草できる

と思いますので、そうした機会をぜひ検討してい

っていただけないかと思うのですけれども、いか

がでしょうか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 植樹ますなどにつきまして適

切な管理がなかなか難しい状況を踏まえますと、

やはり定期的に一斉に取り組んでいくことも活

動のきっかけになるものと考えております。 

  その一例を御紹介させていただきますと、市役

所におきましても、平成30年度から、４月から10

月までの期間で毎月第３水曜日の勤務時間終了

後に、全職員を対象に市役所周辺の美化活動に取

り組んでおりますし、今年度、昨年度につきまし

ては、コロナ禍ということで建設部のみでの活動

を行っているところであります。 

  今後は、活動の拡大であったり、参加率の向上

であったり、取組内容の強化をしながら、この活

動が市職員の美化意識の向上はもちろんであり

ますが、市民の美化意識の向上の一助となるよう

期待しまして取り組んでいきたいと考えており

ます。 

  御提案いただきました草むしりの日を設けるこ

とにつきましては、まずは関係団体等の御意見を

お伺いしながら、花植えした植樹ますの美化につ

いて検討してまいりたいと考えているところで

ございます。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１９番（島貫宏幸議員） 検討していただけると

いうことで大変期待したいと思います。やはり人

手をかけないと、あのますだけはどうしてもきれ

いにならないという事情がありまして、例えば草

刈り機械とかでやれればいいのですけれども、や

はり花をも傷つけてしまうという可能性もある

ことから、やっぱり人手がかかるのだというとこ

ろであります。ぜひ検討していただきたいと思い

ます。 

  次の資料をお願いします。 

  では、総合運動公園の東側の通りであります。

ちょうど入り口の近くのバス停の付近でありま

すけれども、拡大したのが右側の写真であります。 

  これは、多分長年の落ち葉とかだと思うのです

けれども、茶色く堆積しているというのが見てと

れると思います。どうしてここまで放置になって

しまったのかと不思議なぐらい、相当積み重なっ

ているわけなのですけれども、こうした部分は、

私は機械を使って清掃できたらいいのではない

かと思うわけなのですが、聞き取りのときに事前

に資料のお渡ししておりましたけれども、今回資

料で使うには、メーカー名が入っているものです

からそれはお示しできないのですけれども。 

  実は、欧米でどうしてこんなにきれいなロード

サイドを実現しているのかということでいろい

ろ調べました。そうしたら、やはり小回りが利く

専用の機械があって、例えば路肩とか道路脇の草

もスチール製の回転ブラシでどんどんかき取っ

て、それをバキュームで吸い上げるという機械で
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した。落ち葉などは、大きなホースは後ろについ

ているのですけれども、大きな掃除機をイメージ

していただきたいのですが、それで水気、水分が

あるような葉っぱなんかもどんどん吸っていく

ということで、短時間でワンオペレーターで、省

エネでもありますし省力化にもつながるという

ことで、こういうものを使ってヨーロッパのきれ

いな町並みというのは維持されているのだとい

う感じを受けたところでした。 

  資料は十分見ていただいたと思うのですけれど

も、実はそういう機械、大変財政の問題もあって

お金もかかるものでもありますから、あまり無茶

なことは言えないと思うのですけれども、きれい

な町並みを維持するためには、そうしたものも活

用することをぜひ検討していただきたいと思う

のですけれども、いかがでしょう。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 路面清掃車を使った清掃とい

うところかと思います。 

  本市におきましても路面清掃車を持っておりま

して、ただ、先ほどから御指摘のように、様々な

場面には適用できないという課題がありますの

で、今後、今の機械につきましても15年ぐらい使

っているというような状況もありますので、路面

清掃車の更新時期に合わせて様々に検討してま

いりたいと考えているところであります。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１９番（島貫宏幸議員） 今の機械とは別にもう

１点提案して、事前に資料をお渡ししていたので

すけれども、これもいろいろ調べたのですが、国

内メーカーはなかなか見当たらなくて海外メー

カーでした。実は100度近い温度で草にまくと、

たんぱく質が、要はお浸しになる状態なものです

から、草が枯れるということで、今は農薬とか除

草剤の問題もありますし、気にされる方も多くい

らっしゃいます。そうした方々にも安心して道路

を通行していただくためのそうした器具です。機

械も入りにくいというところにも十分、お湯をか

けただけで３日後には枯れているという検証も

できているようです。 

  そうした機械は、国内のロードスイーパーの会

社でも８年ぐらい実績があるのだということで、

大変効果があるということで情報も出ておりま

すけれども、そうしたものもぜひ検討していただ

いて、縁石やロードサイドの美化にぜひ努めてい

ただければと考えますけれども、いかがでしょう

か。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 熱湯による除草という件かと

思いますが、やはり歩道の縁石から雑草が生えて

いるというところがございます。そういったとこ

ろから、御提案ありましたので、来年度、試験的

にどういった効果があるかというところについ

ての検証をしてみたいと思いますし、市のみなら

ず、県にも情報提供などをさせていただきながら

対応していただけるように、こちらからも情報提

供をしたいと思っております。 

○相田克平議長 以上で19番島貫宏幸議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時０７分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時１７分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、新型コロナウイルス感染症による危機へ

の対策について外２点、７番小久保広信議員。 

  〔７番小久保広信議員登壇〕（拍手） 

○７番（小久保広信議員） 一般質問２日目、４番

目、全体で９番目となりました。この順番は６月

定例会でも同じでございまして、ちなみに私の前

の島貫議員は６月も同じ島貫議員であったとい

うことで、くじを引かれた小島一議運副委員長に
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感謝を申し上げねばならないのかと思います。当

局の皆さんも、眠くなる時間帯でお疲れのことと

は思いますが、真摯な答弁をお願いし、質問に入

ります。 

  まず初めに、新型コロナウイルス感染症による

雇用危機に対する対策をどう行っていくのかに

ついてお伺いいたします。 

  新型コロナウイルス感染症の流行から１年以上

がたった現在でも、労働者の雇用危機は依然とし

て深刻な問題です。とりわけ女性労働者や若年労

働者への影響は非常に大きいものになっていま

す。 

  「新型コロナウイルスと雇用・暮らしに関する

ＮＨＫ・ＪＩＬＰＴ共同調査」によれば、2020年

４月以降、雇用に大きな影響があった割合は、女

性が26.3％、男性が18.7％と女性が男性の1.4

倍、女性非正規32.1％で女性正社員18.4％と、非

正規が正規の1.8倍にも及んでいます。 

  また、女性や若者が多く働くシフト制勤務で

は、シフトをカットされても休業補償が支払われ

ないという「見えない失業」、こういった問題が

出ています。 

  このように、新型コロナウイルス感染症による

雇用危機が起きていますし、困窮している人への

支援策など本市の対策をどのように考えておら

れるのでしょうか。お伺いいたします。 

  まず初めに、非正規雇用労働者への支援策をど

のように行っているのかです。 

  非正規雇用労働者への支援策を本市はどのよう

に考えているのか｡国や県の施策だけでなく、米

沢市としての取組をどう考えているのかお伺い

いたします。 

  次に、生活困窮者や困窮家庭への支援をどのよ

うに行っているのかお伺いいたします。 

  新型コロナウイルス禍で収入が減り、困窮する

人に対し、政府は、生活費の貸付制度の拡充を柱

とする支援策を打ち出してきました。しかし、仕

組みや手続の複雑さに利用が低調とのデータが

あります。 

  支援団体関係者は、必要なのは、当事者が手を

挙げなければならない申請型ではなく、申請を待

たず対象者に給付するプッシュ型の支援だと指

摘しています。 

  政府の支援策には主に、一時的な生活費を最大

20万円まで貸し出す緊急小口資金と、失業して暮

らしを立て直したい人などに最大60万円を３回

まで貸す総合支援資金があります。 

  本来は低所得世帯向けの制度ですが、特例でコ

ロナの影響で減収になった人に対象を広げ、上限

額も引き上げています。いずれも市の社会福祉協

議会に申請が必要です。 

  地方紙の記事によれば、母子家庭を対象に実施

した調査で、緊急小口資金を知っていたのは69.7

％、総合支援資金は48.6％です。制度を知ってい

た人のうち、申請をした人は緊急小口資金で21.5

％、総合支援資金で14.2％に限られ、申請しなか

った理由は「どこで話を聞けばいいか分からな

い」「仕事で時間がない」「以前相談して嫌な思

いをした」という声が目立ったとあります。 

  また、緊急小口資金と総合支援資金は、貸付け

で、返済が求められます。収入減が続く住民税非

課税世帯には、返済免除の特例がありますが、「借

金になるのは不安だ」と申請しない人もいると述

べられています。 

  生活困窮者や困窮家庭への支援はどうなってい

るのでしょうか。支援策の本市独自の取組はどの

ようなものがあるのでしょうか。お伺いいたしま

す。 

  また、困窮世帯は長時間働いても貧困状態にあ

るという大きな問題があります。 

  さらに、支援策を知らない人が先ほども述べた

ように多くいます。そのような方にどのようにし

て、様々な支援策を届けるのか、どのように考え

ておられるのかお伺いいたします。 

  次に、コロナで困窮する学生の支援はどのよう

なものがあるのでしょうか。日本の場合、教育費
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は家庭で負担するものという考えが主流を占め

ていますが、親世代の所得環境が悪化する一方

で、大学の授業料は年々上昇し、家計負担ではも

う限界の状況に来ています。 

  その上、雇用が不安定、卒業しても就職先があ

るかも分からない、初めて就いた仕事が非正規雇

用という若者が４割を占めるという実態です。不

安定低処遇の雇用が奨学金の返済を難しくし、返

したくても返せない。無理をして返している人も

多い状況です。奨学金の問題は、受益者負担主義

に基づく教育政策や、雇用破壊をもたらす労働政

策の矛盾が象徴的に現れた構造的な社会問題と

言えます。 

  このままでは、結婚、出産、子育てにも影響を

及ぼすことになり、貧困の連鎖、少子化、人口の

減少にもつながり、社会の持続可能性の観点から

も見過ごせない問題です。 

  新型コロナウイルス感染症の拡大と長期化は、

学生や奨学金返済を抱える若者たちにも甚大な

影響を及ぼしています。 

  大学の学費高騰、保護者の家計収入や学生アル

バイトの減少等により、学費や生活費が賄えず

「学びたくても学べない」学生が増えています。

教育機会の喪失につながっています。 

  また、大学生の約半数が奨学金を利用し、卒業

後数百万円もの返済に直面する中、内定取消しや

採用数の大幅削減など厳しい就職事情が重なり、

「返したくても返せない」若者たちも増えていま

す。 

  このように、コロナで困窮する学生の支援策を

どう考えているのでしょうか。学費や奨学金とい

う名の借金に苦しむ若者への支援をどう考えて

いるのでしょうか。また、返済の必要がない給付

型の奨学金制度を本市独自の制度としてつくる

べきではないのでしょうか。お伺いいたします。 

  大項目の２番目、地域共生社会の実現に向けた

包括的支援事業の構築はどうなっているのかに

ついてお伺いします。 

  国では、地域共生社会の実現に向けて包括的支

援事業の構築事業の実施に向けて取り組んでい

ます。 

  本市の第３期米沢市地域福祉計画では、「支え

あいの“わ”で築く一人ひとりが輝くまちよね

ざわ」を新たな基本理念とし、基本目標Ⅰ、関心

を持って地域に関わるひとづくり、基本目標Ⅱ、

気づき合い支えつながる地域づくり、基本目標Ⅲ、

安心して暮らせる生活環境づくりを柱として各

施策に取り組んでいきます。 

  また、高齢者、障がい者、子供、健康といった

分野ごとの事業を、地域福祉の視点で捉え、連携

して取り組んでいきます。 

  そして、身近な圏域において、市のみならず、

地域住民、事業者の皆様に御協力いただき、地域

共生社会の実現を目指していきたいとしていま

す｡ 

  包括的支援事業の構築に向けた取組はどのよう

に行われているのでしょうか。お伺いいたします。 

  また、民生委員・児童委員の役割についてどう

考えているのかお伺いいたします。 

  さらに、地域福祉計画基本施策１－（１）福祉

意識の醸成で、民生委員・児童委員の活躍の周知

として、様々な広報媒体を活用し、民生委員・児

童委員のＰＲを強化するなど、市民への理解を深

めます。あわせて、町内会など、まちづくり組織

と民生委員・児童委員との連携強化を図ってい

きますとしていますが、どのような取組を行って

いるのでしょうか。 

  次に、断らない総合相談支援窓口の創設はどう

なっているのかお伺いいたします。 

  基本施策のⅢ－（２）寄り添い支えていく取組

で、断らない総合相談体制の整備で、「介護、障

がい、子供、困窮の相談支援に係る事業を一体的

に実施し、本人・属性にかかわらず受け止める、

断らない相談支援を実施します」、「各制度の相

談支援機関を総合的にコーディネートする担当

職員を配置し、支援チームとして包括的・総合的
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な相談体制を構築します」としていますが、どの

ように取り組んでいくのかも併せてお伺いいた

します。 

  次に、民生委員・児童委員に対する自治体から

の個人情報の提供はどうなっているのかお伺い

いたします。 

  民生委員・児童委員は、特別職の地方公務員と

され、個人情報保護法を所管している消費者庁で

は、民生委員に個人情報を提供していない自治体

に対し、過剰反応と指摘して調査を実施しまし

た。 

  その報告では、民生委員・児童委員が要支援者

への支援活動を実行するためには、その人物に係

る個人情報がなくては対応できません。 

  「つなぐ先」が不明では、適正な対応ができな

いのです。そのために、民生委員・児童委員が特

別職の地方公務員とされ守秘義務が課せられて

います。 

  個人情報保護法に定められた「秘諾対象事業者」

から外されているのです。行政当局からの情報の

不提供は、要支援者への正しい支援がかなわない

原因となること、要支援者の不利益になることを

認識すべきです。 

  厚生労働省では、市民の見守りの主体は行政の

職務と規定しております。その中で、特に日常的

に見守りが必要とされる要支援者を担当地区民

生委員に依頼し、対応する旨の指導を行っていま

す。なぜならば、障がい者・高齢者・要介護者・

不登校児・生活保護受給者・要援護母子家庭等

などの情報は、全て自治体行政担当で把握してい

るはずですから当然です。民生委員・児童委員

は、行政からの情報を基に要支援者に寄り添い、

相談相手となり、必要なフォローと、状況によっ

ては専門機関につなぐ役割を果たしています。当

然それらの活動の中で新たな要支援者を発見

し、行政やしかるべき機関に連絡し対応する必要

があります。民生委員・児童委員への情報開示

は、必須であります。令和３年７月６日に、東部

地区民生委員児童委員協議会が令和３年度行政

と単位民生委員・児童委員協議会会長との懇談

研修会で「提言、米沢市民生委員・児童委員連合

協議会の事務局を米沢市社会福祉協議会から米

沢市社会福祉課に移設を希望します」で述べてい

ます。 

  本市の民生委員・児童委員に対する自治体から

の個人情報の提供はどうなっているのかお伺い

いたします。 

  次に、民生委員・児童委員連合協議会事務局を

どうしていくのかお伺いいたします。 

  山形県における民生委員・児童委員連合協議会

の事務局は、13市の中で米沢市、長井市、尾花沢

市の３市が社会福祉協議会に委託され、他の10市

が行政当局内に設置されています。 

  町村で見れば、22町村のうち、５町が社協に事

務局を委託しており、17町村が行政内に事務局を

設置しています。 

  全国的に見ても、約７割近くが行政部局内に民

生委員・児童委員連合協議会事務局を設置して

います。 

  東部地区民生委員児童委員協議会が提言してい

る民生委員・児童委員連合協議会事務局を社会

福祉協議会から社会福祉課に移すことについて

どのように考えているのかお伺いいたします。 

  大項目の３番目、北部小学校調理室の増改築工

事をどのように考えているのかお伺いいたしま

す。 

  北部小学校調理室の増改築工事は、平成26年に

設計までできていましたが、当時の急な財政難で

工事が延期されたままです。 

  学校給食検討委員会でも、小学校は自校方式と

され、適正規模・適正配置でも、北部小学校はど

ことも統合せず、単独校として存続するにもかか

わらず、そして財政状況が好転しても、北部小学

校の調理室の増改築工事が行われていません。 

  行わない理由は何なのかお伺いいたします｡ 

  次に、平成26年に設計し、増改築を行おうとし
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た理由は何だったのでしょうか。そして、現在

は、その改築する事由が解決されたのでしょうか。

お伺いいたします。 

  最後に、改築しない理由は何なのかお伺いいた

します。あわせて、子供たちの食の安全を施設面

で、どう考えているのかお伺いいたします。 

  以上、演壇での質問といたします。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは、１の（１）非正規

雇用労働者への支援をどのように行っているの

かについてお答えいたします。 

  議員の御意見にありましたとおり、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大の長期化による雇用

面への影響は非常に大きく、とりわけ非正規雇用

労働者の雇用危機は、全国的に深刻な問題となっ

ております。 

  厚生労働省が、都道府県労働局の聞き取りや全

国のハローワークに寄せられた相談・報告などを

基に、新型コロナウイルス感染症に起因する雇用

への影響について行っている調査では、本年８月

20日現在で、令和２年２月から全国の解雇見込み

労働者の累積者数11万3,655人であるのに対し、

調査の開始時期が異なりますけれども、昨年５月

からの解雇見込み労働者数のうち非正規雇用労

働者の累積数は５万2,767人となっており、非正

規雇用労働者数の割合が非常に高くなっており

ます。 

  また、山形県内の状況につきましては、本年８

月20日現在で、雇用調整の可能性がある事業所の

累積数が3,447事業所、同様に解雇見込み労働者

は、一部既に解雇、雇い止めをされた人を含めた

累積数が1,316人となっております。 

  なお、ハローワーク米沢管内の雇用状況につき

ましては、直近の本年７月の有効求人倍率は1.07

倍となっており、コロナ禍で最も低い有効求人倍

率だった昨年６月の0.71倍からは回復傾向にあ

るものの、新型コロナウイルス感染症の影響が確

認される以前の令和元年12月の1.21倍までは回

復していない状況であります。 

  こうした状況の中、非正規雇用労働者に特化し

た市独自の支援制度はございませんが、国、県、

ハローワーク及び地域団体等と連携しながら、国

や関係機関などの各種支援制度の利用の周知に

努める一方で、困窮している方からの相談や問合

せがあった場合には、利用可能な各種支援制度を

御活用いただけるよう丁寧に説明するとともに、

ハローワークや関係機関等に取り次ぎを行いな

がら、様々な支援が受けられるよう個別に対応し

ております。 

  具体的な支援制度を申し上げますと、給付金制

度としましては、厚生労働省による新型コロナウ

イルス感染症の影響により休業を余儀なくされ

た労働者で、事業主から休業手当の支払いを受け

ることができなかった労働者を対象とした新型

コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金制

度がございます。 

  この給付金につきましては、非正規雇用労働者

も支給対象であり、本人による直接の申請も可能

となっております。 

  また、就労支援制度としては、独立行政法人高

齢・障がい・求職者雇用支援機構山形支部山形職

業能力開発促進センターによる様々な訓練プロ

グラムがございます。 

  このプログラムにおいては、溶接、住宅デザイ

ン施工、電気設備技術、ＣＡＤ及び福祉住環境サ

ービスなどを訓練対象としており、テキスト代を

除き無料で訓練を受けることができることに加

え、受講者の早期就職に向けて就職支援アドバイ

ザーによるフォローアップも行われております。 

  市としましては、これらの各種補助支援制度や

公共職業訓練事業などについて広く周知に努め

るとともに、困窮されている非正規雇用労働者の

方々に積極的に御活用いただけるよう、引き続き

国、県、ハローワーク及び地域団体等と連携しな

がら支援に取り組んでまいります。 
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  私からは以上です。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

  〔山口恵美子健康福祉部長登壇〕 

○山口恵美子健康福祉部長 私からは、１の新型コ

ロナウイルス感染症による危機への対策につい

ての（２）と、２の地域共生社会の実現に向けた

包括的な支援体制の整備についてお答えいたし

ます。 

  初めに、１の（２）生活困窮者や困窮家庭への

支援をどのように行っているのかについてお答

えします。 

  生活困窮者への支援策として、本市では、生活

困窮者自立支援法に基づく生活困窮者自立相談

支援事業を実施しており、市からの委託により社

会福祉協議会内に米沢市生活困窮者自立支援セ

ンターを設置し、生活の困り事や不安に対する

様々な相談を受け、各種支援制度や関係機関につ

なぐ役割を担っております。 

  この事業での相談件数につきましては、令和２

年度から新型コロナウイルス感染症の影響を受

けた方からの相談件数が増加しており、令和２年

度の相談件数は4,182件と令和元年度の約1.4倍

に増加しております。また、令和３年７月までの

相談件数は1,635件で、前年同月の相談件数の約

1.2倍と増加しており、昨年度より増加傾向が続

いている状況です。 

  これら増加する相談件数に対応するため、また、

アウトリーチによる支援を充実し、より柔軟に対

応できる相談支援体制を目指すため、今年度は相

談員の人員を２名から３名に増員しております。 

  その他の支援策につきましては、本市では、生

活困窮者自立支援法に基づく支援事業のうち、失

業者や休業等による生活困窮者への支援策とし

て住居確保給付金事業を実施しております。これ

は、就職活動に専念できるよう、生活の基盤とな

る住まいを確保するため家賃費用を給付するも

のですが、令和２年度は43世帯に対し延べ176月

分、約500万円を給付いたしました。令和３年度

は８月までの５か月間で24世帯、延べ82月分、約

230万円を給付しており、前年同月までの給付実

績の約1.5倍に増加している状況です。 

  今年度からの支援策といたしまして、新型コロ

ナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事

業を実施しており、山形県社会福祉協議会が行っ

ている緊急小口資金等の特例貸付けを利用して

いた世帯で、総合支援資金の再貸付けが終了する

などにより特例貸付けを利用できない世帯に対

し、自立支援金として単身世帯に月６万円、２人

世帯に月８万円、３人以上世帯に月10万円を３か

月支給するものとなっております。 

  この事業に関しましては、再貸付けが終了した

全28世帯に案内文を送付しており、８月31日現在

で３世帯が申請しております。 

  なお、総合支援資金の再貸付けの申請期間がこ

のたび延長されたことを受け、本支援金の申請期

限も当初の８月31日から11月30日までに延長さ

れることになりましたので、今後、改めて申請に

ついての御案内を行い、支援につなげていきたい

と考えております。 

  続いて、本市独自の生活困窮者支援の取組につ

きましては、令和２年度に生活困窮者応援米給付

事業を行い、県社会福祉協議会が実施する総合支

援資金、緊急小口資金、米沢市社会福祉協議会が

実施する生活福祉資金、本市が実施する生活困窮

者自立支援制度を利用または新たに申請する世

帯を対象に、世帯１人当たり５キロのお米を給付

し、計314世帯に対し726袋3,630キロのお米を給

付しました。 

  令和３年度は、生活困窮者応援商品券給付事業

を行っており、さきに申し上げました生活困窮者

応援米給付事業と同じ制度を利用、または新たに

申請する世帯を対象に、単身世帯には5,000円分、

複数世帯には１万円分の米商連お買物券を商品

券として配布しており、８月26日現在、対象とな

る399世帯の61％に当たる242世帯に対し、約200

万円の商品券を給付しております。 
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  こちらにつきましても対象者全員に案内文を送

付しておりますが、再度案内等を行い、対象とな

る全世帯への給付を目指していきたいと考えて

おります。 

  さらに、商品券給付時には、女性のいる世帯を

対象に生理用品を配布しており、100世帯134人に

配布しております。 

  こちらの支援策の周知につきましては、広報や

ホームページに掲載し、事業内容を紹介しており

ます。また、支援策によっては対象となる世帯等

へ直接通知文を送付するなどで対応しておりま

す。そのほかにも、年に１回広報配布に合わせ、

米沢市生活自立支援センターを紹介するチラシ

を隣組回覧で配布し、支援制度及び相談窓口の周

知を図っております。 

  続きまして、２の（１）断らない総合相談支援

窓口の創設はどうなっているのかについてお答

えいたします。 

  包括的支援体制の整備として、社会福祉法が改

正され、新たに重層的支援体制整備事業が明記さ

れました。本市におきましても当事業の実施に向

けて、まずは健康福祉部における相談体制を強化

するため、令和３年５月、新庁舎開庁に合わせ福

祉総合相談窓口を社会福祉課内に設置したとこ

ろです。 

  これにより、どこに相談すればよいのか分から

ない方や、制度のはざまで相談支援を受けられな

いような方の支援の入り口となることが可能と

なりました。 

  また、健康福祉部各課で受ける相談を福祉相談

として一体的に把握し、その傾向と課題の分析に

努めております。 

  さらに各課に連携担当者を配置し、定期的に連

携会議において情報共有することで内部連携の

円滑化が図られております。 

  今後は、窓口全体の制度理解を平準化し、相談

援助技術の向上を目的とした研修等も実施して

いく予定としております。包括的な支援体制の構

築に向けた第一歩として健康福祉部内の連携強

化を図りたいと考えております。 

  なお、窓口設置後、７月末までの３か月間にお

いて、健康福祉部４課で構成する福祉相談窓口で

受けた相談は177件、うち社会福祉課で受けた制

度のはざまで問題を抱える相談や複数の問題を

抱えて相談先が不明確な相談などのいわゆる福

祉総合相談の件数は８件となっています。 

  次に、民生委員・児童委員の役割についてです

が、地域共生社会の実現に向け、民生委員・児童

委員の方々には日頃から地域において支援を要

する方に寄り添い、身近な相談役として、また行

政や相談機関へのつなぎ役となっていただきた

いと考えております。いつでも相談できる人が地

域に存在することは、市民の皆様の安心につなが

るものであり、一人も取り残さない地域共生社会

の実現のために不可欠なものです。 

  今年度は、民生委員・児童委員の存在を広く周

知するため、その活動内容や役割について市報に

おいて特集のページを設けたところです。また、

地域で活動する民生委員・児童委員は、町内会を

はじめとする自治組織との関わりを保つことが

大変重要となります。現状、各地区の民生委員・

児童委員協議会が主体となり関係構築を推進し

ておられるわけですが、市から町内会等の自治組

織への周知等を通じての連携体制強化にも努め

てまいります。 

  次に、断らない総合相談支援窓口の構築につい

てですが、さきにも申し上げましたが、令和３年

５月から福祉総合相談窓口を設置したことによ

り、制度のはざまで問題を抱えてしまっている方

などが相談できる体制を構築するとともに、健康

福祉部内の連携を強化することによってワンス

トップ機能の充実が図られたものと考えており

ます。複数の相談機関の関わりを要する場合にあ

っては、より円滑に連携できるよう、福祉総合相

談窓口に配置する職員が調整役としての役割を

担うこととしております。 
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  次に、（２）民生委員・児童委員に対する情報

提供はどのように行っているのかについてです

が、民生委員・児童委員への個人情報の提供につ

きましては、個人情報保護条例に基づき、御本人

の同意を得た場合や法令に規定される場合、及び

緊急でやむを得ない場合などに情報提供を行っ

ております。本市が所有する情報はとてもデリケ

ートな情報も含まれており、その情報提供におい

ては、十分な配慮を必要とします。よって、本人

の同意を得た情報について提供を行っている状

況にあります。 

  しかしながら、市民の方の生命を守ること、必

要な支援につなげること、また地域社会とのつな

がりの希薄化などの社会変化に対応することも

必要となっております。このことから、現在、健

康福祉部内で現状の整理を進めているほか、他市

の状況についても情報を収集しているところで

あり、それらを参考にしながら情報提供の在り方

について、市内部においても十分検討していきた

いと考えております。 

  （３）民生委員・児童委員連合協議会事務局の

在り方についてお答えいたします。 

  米沢市民生委員児童委員連合協議会から事務局

を社会福祉協議会から社会福祉課内に移転して

ほしい旨の要望が出されていることにつきまし

ては、その要望の内容、移転の理由について精査

した上で、市、社会福祉協議会、民生委員・児童

委員連合協議会の３者で十分な協議の上、検討し

てまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、１の（３）困

窮する学生への支援についてお答えいたします。 

  初めに、コロナ禍を受け、本市がこれまで取り

組んできた学生に対する支援策についてであり

ますが、昨年度は、帰省自粛学生への米支援とし

て、県境をまたいだ実家等への帰省を自粛する学

生に対し、置賜産のはえぬき５キロを贈る支援を

行ったところであります。 

  また、今年度におきましては生理の貧困が社会

問題となっていることを踏まえ、５月に生理用品

の無償配布を実施し、市内の３つの大学と三友堂

看護専門学校の女子学生約1,300人に対して支援

を行いました。 

  また、長引く影響を踏まえ、本年６月定例会に

おいて補正予算の議決をいただき、７月から、市

内大学に在籍する学生と市外の大学等に在籍す

る学生を扶養する市内在住の保護者に対し、米沢

市商店街連盟の買物券5,000円分を支給する米沢

市大学生等応援事業を実施しているところであ

ります。 

  いずれの支援に対しても、多くの学生から感謝

の言葉が届いており、経済面のみならず精神的に

も苦労している学生への支援として効果があっ

たものと考えております。 

  引き続き学生の声を聞きながら、国や県、民間

団体等の支援についても注視し、市として必要な

対策を講じていきたいと考えております。 

  次に、学費や奨学金制度に関してお答えいたし

ます。 

  学費や奨学金の制度設計につきましては、国民

がその能力に応じてひとしく教育を受ける権利

の下で、まずは国が考え実施すべきものであると

考えております。 

  学費に関しては、住民税非課税世帯やそれに準

ずる世帯の学生に対して授業料や入学金の減免

が行われており、コロナ禍などで家計が急変した

場合は、そうした影響を考慮した基準とする特例

措置が取られております。 

  また、奨学金に関しては、コロナ禍以前より奨

学金返済が困難となっているなどの声があり、貸

与型奨学金において、無利子枠の拡充をはじめ、

所得に応じて返還額が決まる制度の導入、返還が

困難になった場合のセーフティーネットの拡充

などの措置が実施されてきております。 
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  また、平成29年度に給付型の奨学金制度が初め

て導入され、令和２年４月からは、支給額月額の

増額、住民税非課税世帯に準じる世帯の追加、高

校などごとの推薦枠撤廃などの大幅拡充が図ら

れるとともに、コロナ禍などで家計が急変した場

合には、通常年２回の申込みを随時受付する特別

な対応も取られております。 

  こうした国の奨学金制度に加え、本県では平成

27年度から、奨学金の貸与を受ける大学生などが

卒業後、県内に定住・就業した場合に、市町村、

企業などと連携し奨学金の返還を支援する事業

を行っており、本市でもこの制度を活用し、これ

までに57名の方が申請されております。支援額は

月額２万6,000円に認定を受けた年次以降の奨学

金貸与月額を掛けたものとなりますので、例えば

４年制大学で１年次に認定を受けた場合の最大

額は124万8,000円となり、これを県と市が２分の

１ずつ負担する仕組みとなってございます。 

  こうした制度に取り組んでおりますので、さら

に本市独自の奨学金制度を創設することにつき

ましては、現時点では考えておりません。 

  今後とも制度の周知に努め、学生に対する支援

を行ってまいります。 

  私からは以上でございます。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私から、３の北部小学校調理室

の増改築についてお答えいたします。 

  初めに、（１）の平成26年に設計し、増改築を

行おうとした理由とは何かと、（２）の現在はこ

の増改築工事をする理由は解決したのかについ

て、併せてお答えいたします。 

  北部小学校につきましては、以前、特別教室の

入った木造校舎がありました。また、耐震診断の

結果、危険と判断されたことから東屋内運動場が

取り壊され、屋内運動場の必要面積に大幅な不足

が生じた状況にあり、学校教育活動を行う上で、

屋内運動場の整備が喫緊の優先課題となってお

りました。 

  当該木造校舎は、普通教室棟の校舎と西屋内運

動場との間にあり、取り壊した場合、普通教室棟

の校舎と西屋内運動場をつなぐための渡り廊下

を新たに整備する必要があったことから、この渡

り廊下部に接合させる形で、老朽化が見られた給

食調理施設の整備も併せて実施計画事業として

実施することを想定したものでした。 

  しかしながら、実施計画事業として事業を推進

する過程において、給食調理施設については、米

沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画の検討

作業の推移を十分に見極めて配慮しながら取り

組むべきものとされたことから、木造の特別教室

棟及び東屋内運動場の整備事業を優先して実施

計画事業として実施したものです。 

  給食調理室の建て替えは見送られましたが、給

湯設備、手洗器等の水回り設備や厨房機器類につ

いて老朽化が進んでおりましたので、必要な改修、

修繕、設備の更新、機器の入替えを段階的に実施

してまいりました。 

  これら一連の改修や設備の更新、機器類の入替

えなどを実施してきたことにより、現時点におい

て、北部小学校の給食調理施設の調理施設として

の機能は、安全な給食を提供するレベルを満たし

ているものと認識しております。 

  ただ、最新の学校給食衛生管理基準に準拠した

調理環境の整備については、老朽化とは別に今後

取り組むべきものと捉えております。 

  また、調理室内の室温について、強い火力で調

理する献立の場合やその日の気温等も影響し、と

ても高くなることがあることから、調理施設内の

労働環境に影響を及ぼす可能性があると認識し

ております。 

  この状況を改善するため、北部小学校給食調理

施設の適切な温度管理のための改修を短期的な

計画として位置づけ、取り組んでいきたいと考え

ております。具体的には、エアコン等の空調設備

等を整備することが必要であると認識しており、
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調理施設内の温度管理が行えるよう早急に取り

組んでいきたいと考えております。 

  次に、（３）増改築しない理由は何かについて

お答えいたします。 

  北部小学校は、米沢市適正規模・適正配置等基

本計画において、単独校として位置づけられたと

ころです。これにより、給食調理施設については、

自校分の給食のみを提供する施設として維持し

ていくことが必要になると考えております。 

  今後は、北部小学校の校舎全体の学校施設長寿

命化対策との整合性も考慮しながら、合理的で効

果的な整備を行うことが求められるものと考え

ております。米沢市学校施設長寿命化計画の中間

見直しである令和７年度に向け、同計画における

実施計画への登載を含めて検討していきたいと

考えております。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） 答弁ありがとうござい

ました。予定された答弁だったと思いますが、項

目順に再質問させていただきます。 

  非正規雇用労働者への支援策です。答弁による

と、米沢市独自のものはないというところで、米

沢市に住んでよかったと思ってもらえるように、

そういった米沢市独自のものを行っていく必要

があるのではないかと強く思うのですが、その点

いかがですか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 労働者に関する支援制度につ

いては、事業規模も大変大きくなりますので、市

独自の支援策、これはなかなか難しい状況であり

ますけれども、国などの様々な支援制度がありま

す。また、県でも、本年度新規事業としまして、

40歳未満の女性の非正規労働者の方を正社員へ

転換する場合の支援策であったり、賃金をアップ

する策を設けております。 

  こうした非正規雇用労働者の方が御利用できる

各種支援制度について国や県、ハローワーク、そ

して地域団体とも連携しながら、積極的に周知を

していき、利用促進を図ることで支援につなげて

いきたいと考えております。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） 実際にはなかなか大変

だ、予算的にも大きくなるというのは分かるので

すが、それならば、国、県が行っているものに市

が上乗せをするといったそういった施策も一つ

の施策だと思います。そこは検討をぜひお願いし

たいと思います。 

  次に、生活困窮世帯の関係ですが、生活困窮世

帯では、長時間労働などの影響で新聞や広報を見

ていない、見られない、情報を取得する量が少な

いと言われています。この点について、先ほど民

生委員への情報提供というお話もしましたけれ

ども、そういった民生委員との連携というのはど

のようになっているのでしょうか。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 各地区の民生・児童委

員の方々との連携についてですけれども、市から

民生委員等に対し支援策の周知の協力を依頼し

ております。また、研修会や理事会などの場を通

じて、各課の事業概要の説明をさせていただいて

おります。生活に困っている人に対しては、米沢

市生活自立支援センターを紹介し、御相談いただ

くよう周知、説明を行っているところです。 

  これからも引き続き民生・児童委員の方々と連

携し、事業の推進に努めていきたいと考えており

ます。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） 先ほどの答弁でもあり

ましたけれども、実際皆さんが申請をしていると

いう状況にはないと思いますし、一つは、そうい

った制度を利用した人に米沢市は新たなお知ら

せをしている状況があります。そこから、もとも

とさきの制度を利用しなければ漏れてしまって

いる人がいるのではないかと思うのです。そうし

た場合、やはり民生委員さんは地域で活動なされ

ているわけですから、そういった方としっかり連
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携して、利用していないけれども困窮状態にある

人、そういった人を救っていく必要があると思う

のですが、その点はいかがですか。すみません、

再度。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 確かにそのとおりかと

思います。市民の方、身近にある民生・児童委員

の方々が生活に困っている方々を発見し、またそ

の方に寄り添っていただけるということは非常

に重要なことと捉えております。また、それを市

の行政につないでいただくというのも民生・児童

委員の方々の役割の一つであると思っておりま

すので、そのようなことも含めまして民生・児童

委員の方々とは連携を図っていきたいと考えて

おります。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） ぜひその点については

情報提供も含めてしっかりと行っていただきた

いと思います。 

  ７月から支給を始めました生活困窮者自立支援

金、先ほども答弁でありましたけれども、これが

低調だと言われています。７月時点の支給決定件

数は国の想定の約１割にとどまっているという

報道もなされているのですが、本市の実態、先ほ

ど出ていましたけれども、これが低い理由という

のはどういう理由だと考えておられますか。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 制度としては結構充実

した制度であると思っております。それが普及し

ない理由につきましては、詳細をこちらで詰め切

れていないところがございます。 

  ただ、先ほども申し上げましたように、現在28

世帯の方に案内を出し、３世帯の申請ということ

で、残り25世帯の方につきましては引き続き積極

的にこちらからも御案内を差し上げていくよう

に対応したいと考えております。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） この前の新聞報道にも

あったのですが、結局さきの制度を使っていない

と、この支援金も受けられないというそういった

制度設計になっています。さきの小口融資資金で

あったり、支援金であったり、結局は借金だとい

うことで、壇上でも申し上げましたが、借金は嫌

だ、不安だということで利用していない方々もい

らっしゃる。自分らで頑張っていると。貯金も100

万円以下だとかそういった話もありますし、条件

的に厳しいということで、制度を使っていなけれ

ば使えない、そういった制度になっているという

ことで、そこはしっかりと国などに対してもっと

使いやすい制度にすべきだという要望をぜひし

ていただきたいと思うのですが、その点はいかが

ですか。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 確かに制度があっても、

使いにくいものであっては本来の役割、目的を達

成できるものではないと考えております。議員の

御提案のとおり、こちらでも国、県などを通して

積極的に働きかける機会があるかどうか、機会も

含め検討いたします。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） ぜひそこはお願いした

いと思いますし、しっかりと要望していただきた

いと思います。 

  次に、学生の関係ですが、なかなか奨学金は難

しいのだというお話ですが、やはり返す必要がな

い給付型の奨学金制度を本市が中心となって、市

だけではなくて経済団体、様々な団体と一緒にな

って本市独自の奨学金制度を、とりわけ米沢市に

就職すれば返すことがないであったり、給付型で

すから返すことはないのですが、そういった制度

をつくるべきだと思うのですけれども、その点再

度お伺いします。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 やはり奨学金制度になり

ますと、相当多額の費用を要することが想像され

ますので、なかなか今すぐつくるということは難
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しいのかと思っております。 

  また、やはり教育としての奨学金制度は国が一

番につくるべきものかと考えてございますので、

そういった点でも御理解いただきたいと思いま

す。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） 国が、確かにそのとお

りなのですが、米沢市に帰ってきてもらえる、そ

ういった施策として考えていただければと思い

ます。 

  続いて学生に対する支援ですが、各大学と共同

して、大学の学食で使える無料チケットを配ると

か、食料品、弁当を支給するという、そういった

費用を補助するという、そういった学生支援など

はできないでしょうか。その点、どうお考えです

か。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 現在、先ほども答弁いた

しましたとおり、大学生等に買物券を5,000円分

お贈りする事業を行っておりますので、その効果

を見計らった上でいろんなところで連携をしな

がら、何か学生のための支援ができないかという

ことを考えたいと思っております。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） ぜひそこはお願いした

いと思います。 

  最後に、時間がないので、北部小学校は、根本

的に改築しようとしたのは老朽化だったのでは

ないですか。建物が老朽化しているから改築しよ

うとしたのではないのでしょうか。その点、再度

お伺いします。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 これまで何度か答弁させ

ていただきましたとおり、施設設備の老朽化と、

一言で言ってしまえばそれが理由かと思います。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） 建物自体が老朽化して

いる状況だと私は思います。給湯設備等々の改善

を行ってきて、非常に空調、お湯のパイプが通っ

たりとか、そういった何か綱渡り的な努力をなさ

れたのでしょうし、そこは敬意を表しますけれど

も、なかなか根本的な解決には至っていないと思

うのです。やはりそこは、先ほどもありました単

独校です。長寿命化計画もあるのでしょうけれど

も、やはり老朽化した建物というのは否めないで

すし、様々な問題が出ている。私も聞いています

し、教育委員会も聞いていらっしゃると思います。

ぜひそういった点を考えて、改築すべきだと思う

のですがいかがですか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 やはり学校給食は教育の

一環でありますし、安全な給食を提供することに

ついては重要なことと考えております。したがい

まして、まずは先ほど教育長から答弁ありました

ように、給食室内の温度、湿度の管理でありまし

たり、そういった労務環境を整えながら、まずは

施設につきましては長寿命化計画の実施計画、こ

の見直しに当たりまして、それに向けて検討して

いきたいと考えております。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） 既に建物自体が老朽化

しているのです。そこをきちんと解決しなければ、

小手先のところで何ぼやっても安全を保てない

のではないかと私は思います。 

  時間もあれなので、そこはしっかりと子供たち

の安心・安全ということであるならば、そこはき

ちんとやっていくべきだと思いますし、それをし

なければ、平成26年に老朽化で設計をしているわ

けですから、古いから、それなりにもてば、渡り

廊下を造るだけということになったのでしょう

けれども、調理室も併せて改築をするということ

は調理室自体が老朽化している、こういうことだ

と思います。ぜひそのことを考えて、長寿命化計

画も必要ですけれども、それとは別に、子供たち

の安心・安全を考えて、早急に改築すべきである

と思うのですが、再度その点いかがですか。 
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○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 繰り返しの答弁になって

しまいますが、まずは労務環境を整え、施設整備、

その辺の更新につきましては、改めて学校施設の

長寿命化計画、この見直しの中で検討を進めてま

いりたいと考えております。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） 長寿命化計画、ずっと

出ていますけれども、そことは別個にというか、

その前に計画を立てたものですから、そこはしっ

かりと捉えていただきたいということを申し上

げて終わります。 

○相田克平議長 以上で７番小久保広信議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時１７分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時２７分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここで、あらかじめお諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時まで終了しない場

合、会議時間を日程終了まで延長することにした

いと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○相田克平議長 御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議が定刻の午後４時まで終了

しない場合、会議時間を日程終了まで延長するこ

とに決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、米沢市学校給食基本方針等について、10

番高橋壽議員。 

  〔１０番高橋 壽議員登壇〕（拍手） 

○１０番（高橋 壽議員） 私の質問は、米沢市学

校給食の基本方針などについて７項目です。 

  （１）六郷小、広幡小、塩井小の統合小学校の

給食調理方式は、自校調理方式――単独調理方式

といいますが――とするのかどうか。 

  （２）小学校の給食室の今後の整備で、改築や

増築するための敷地が確保できない小学校があ

るとする小学校はどこなのか。 

  （３）中学校を親子方式にした場合、小中合計

の学校給食施設整備費の試算額はどのようにな

るのか。 

  （４）中学校給食センター、令和８年開設予定

とされておりますけれども、開設時の調理数とバ

ックアップ機能分も含めたその内訳はどのよう

なものか。また、その後の推移はどうなるのか。 

  （５）統合中学校の自校給食調理場の検証結果

について、建設するために必要とした用地面積、

（仮称）東中（現一中）、（仮称）北中（現四中）、

（仮称）南西中（現二中）の、それぞれ550平米、

470平米、550平米が必要と教育委員会は出してお

りますが、どのように積算されたものかお伺いし

たいと思います。 

  （６）給食センターの食物アレルギー対策につ

いて、他市の事例を含め研究していくとしており

ますが、例えば山形市、長井市、東根市などの給

食センターでの食物アレルギー対応食材品目数

はどのようになっているのか。 

  （７）センター調理方式のデメリットとする事

故などの場合のリスクについて、自校方式との比

較でどのように検討されたのか。 

  以上、７項目について伺います。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私から、高橋議員の米沢市学校

給食基本方針等についての御質間にお答えいた

します。 

  初めに、（１）広幡小、六郷小、塩井小の統合

小学校の給食調理方式はとの御質問ですが、今般

策定いたしました米沢市学校給食基本方針とこ

の方針を実現するための給食提供の方法に関す

る基本的な考え方に基づき、小学校については、
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食の大切さ、作り手への感謝の心を育むための食

育を目指すことを重視し、身近で食に触れる機会

を大切にした自校での調理方式を基本とするこ

ととしています。 

  今後、適正規模・適正配置等基本計画に基づき

進められる予定の広幡小、塩井小及び六郷小の統

合小学校における給食提供方法についても、この

基本的な考え方に沿って取り組んでいく必要が

あるものと考えております。 

  次に、（２）今後の小学校給食室の整備はの御

質問にお答えいたします。 

  米沢市学校給食基本方針の策定過程において

様々な検証をしましたが、その中で、特に、現在

中学校分の給食を調理している小学校について、

同校で、親子給食を継続すると想定した場合、ど

のくらいの施設規模になるのかについて確認し

たところ、前提条件として、今後統合が進んだ場

合、中学校分として調理する食数が現在より大幅

に増加すること、給食調理施設の改修を行うとき

に最新の学校給食衛生基準及びハサップに準拠

した仕様とすることが求められることから、現行

の調理施設よりも相当程度、規模を拡大すること

が必要となってきますが、親子給食を担う小学校

においては、その敷地内において、これらに対応

するため大幅に増床した給食調理施設を設置す

る余裕はないものと考えたところです。 

  一方、親子給食を行わない各小学校において、

自校分のみの給食を調理するための給食調理施

設を改修する場合、最新の学校給食衛生基準及び

ハサップに準拠した仕様とするためには、現行の

施設の構造上、現地での改修が困難な小学校があ

ります。その場合には、同校の敷地内において新

たに用地を確保する必要が生じます。このような

ケースについては、既存学校施設の長寿命化対策

を講じる際に、一体的に検討する必要が出てまい

ります。 

  また、現行の給食調理施設の構造上、最新の学

校給食衛生基準等への対応に当たり、現地での改

修が可能な小学校につきましても、既存の学校施

設の学校施設の長寿命化対策の検討を進める中

で、学校の各校舎施設全体の配置や対策方法との

整合性を考慮しながら、適切に改修整備を行う必

要があると考えております。 

  次に、（３）給食施設整備における事業費に関

する検証についてですが、中学校分の給食を親子

方式で提供すると仮定した場合の親校とその他

の自校分のみの調理を行う各小学校の給食施設

を改修しようとした場合に想定される事業費の

合計額はどうなるのかという御質問の趣旨と思

いますので、お答えいたします。 

  先に米沢市学校給食基本方針等について、市政

協議会において説明させていただいた際にお示

ししました資料にも記載しておりますが、親子方

式を継続し、統合後の中学校３校に対して給食を

提供すると仮定した場合に、中学校分の調理を行

う親校となる小学校の給食施設の改修整備に係

る事業費と、その他の各小学校の給食施設の改修

整備に係る事業費を合計すると、29億5,362万

8,000円といった試算をしていたところです。 

  次に、（４）中学校給食センター開設時の調理

食数とその内訳は、また、その後の推移はどうな

るのかという御質問についてですが、給食センタ

ーの開設を予定しています令和８年度時点にお

いて、センターから給食を提供する対象者数は、

中学校の全生徒、教職員及びその他学校に配置さ

れている職員など、中学校において給食の提供が

必要となる者の合計人数となります。 

  現時点では、生徒及び教職員等を合わせて約

2,100人程度と想定しています。また、令和９年

度以降については、現時点で見込まれるのは令和

15年度までとなりますが、令和15年度時点で、生

徒及び教職員等を合わせて約1,600人程度と見込

まれます。 

  次に、（５）統合中学校の自校給食調理場の検

証結果についての御質問にお答えします｡ 

  議員御指摘の面積については、学校給食基本方
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針を策定する検討の過程において、検討材料とし

て、試算したものを指しておられるものと思いま

すが、当該数値は、統合後の各中学校において見

込まれる生徒及び教職員等を対象として、最新の

衛生管理基準に基づいて調理した給食を提供で

きる給食施設設備を整備しようとした場合に必

要になると見込まれる調理施設の面積となって

います。この面積は、あくまでも当該学校で提供

する給食の食数を調理するために必要な設備を

配置し、最新の学校給食衛生基準やハサップに準

拠した調理作業を可能とする空間を確保するの

に足りる施設面積として、給食調理施設の企画等

を行うことのできる厨房機器の専門事業者の協

力をいただいて試算したものです｡ただし、調理

師の福利厚生施設（更衣室、休憩室、その他の共

有スペース等）については考慮しておりませんの

で、実際に施設整備を行う場合には、施設整備の

面積としては、増えることが見込まれます。 

  次に、（６）の食物アレルギー対策についての

御質問にお答えいたします。 

  現在、食物アレルギーの対応の事例について調

査を進めているところであり、県内の先進事例を

見たところ、特に食物アレルギーの人数の多い卵

と乳製品に限定した代替食の提供や、乳製品、卵、

落花生、そばについて除去食及び代替食を提供し

ているところがあると把握しているところです。 

  また、県外では、特定原材料である卵、乳、小

麦、エビ、カニ、そば、落花生の７品目のうち、

一部の品目で除去食の対応や、品目によっては献

立や材料に使用しないとしているところもある

ようです。 

  次に、（７）の給食センター方式の運営につい

ての質問にお答えいたします。 

  事故が発生した場合、自校方式では、被害は自

校にとどまりますが、給食センター方式の場合、

被害が給食提供校に及ぶということは、学校給食

検討委員会において調理方式別の比較を行った

際にも挙げられており、認識しているところです。 

  事故の大小にかかわらず、事故を起こさないこ

とが最も重要なことと捉えております。そのため

に、今後、学校給食衛生管理基準に適合した施設

整備の在り方について十分検討していくととも

に、ハサップの考えに基づき、汚染作業区域と非

汚染作業区域を明確に区分し集中管理による衛

生管理の整った施設設備となるよう進めていき

ます。 

  また、食材の調達において衛生面や安全面への

配慮や、食材の保管、調理及び配食等の全ての過

程において、衛生管理の徹底を図るなど、施設設

備のみならず、学校給食に携わる全ての方々が高

い意識を持って調理や洗浄作業など衛生管理に

当たり、事故を防止する仕組みを構築し、安全、

安心な学校給食の実現に取り組んでいきたいと

考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） 質問した項目にことご

とく答えていないと思うのです。 

  私は、（仮称）統合小学校はと主語を定義して

いるわけです。基本方針のところで方針に沿って

整備していくことになるという答弁でしたけれ

ども、私はこの（仮称）広井郷小学校が自校方式

なのかと聞いているのです。もう一回答弁いただ

けますか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 学校給食基本方針、この

実現に当たっての手段の中におきましては、小学

校は基本的に自校方式を継続すると……（「それ

は分かっている」の声あり）しておりますので、

（仮称）広井郷小学校とこれまで言ってきました

が、この小学校についても同じような考え方で進

めるべきと考えております。（「同じような考え

方でとおっしゃいましたけれども……」の声あ

り） 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） 同じような考え方でと
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おっしゃるならば、（仮称）広井郷小学校は、そ

の主語の後にお答えいただけますか。自校方式で

やるのですかと聞いているのだから、自校方式で

やります、やりません、どちらかではないですか。

もう一回。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 広幡、六郷、塩井の統合

小学校につきましては、これからまた地域に入っ

て統合に関していろいろと検討を進めていくわ

けですけれども、基本的に統合となった場合の給

食の提供方式につきましては、先ほど申し上げた

とおり小学校は自校方式を継続してまいります

ので、自校方式でもって基本的に考えていきたい

と考えております。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） 基本的なという修飾語

は要らないのです。もう一回。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 何度も申し上げますけれ

ども、基本方針を実現する手段として小学校は基

本として自校方式を継続してまいりますので、こ

れに基づいて進めていくということになります。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） はっきりお答えになら

ないというのは何かあるのではないですか。基本

的にという含みを持たせているということにつ

いては。私は素朴に聞いているのです。（仮称）

広井郷小学校は自校方式にするのですねと聞い

ているのです。はっきりお答えにならない、基本

的にという含みを持たせているということが、私

は何かそういう方向に行かない可能性もあるの

ではないかと思っているのです。だから何度も聞

いているのです。同じ答えしか返ってこないと思

いますので、改めてどこかで確認いたしますけれ

ども、そういう何というか言い回しの答弁という

のはやめたほうがいいと思います。 

  それから、いろいろあるのですが、先ほどのリ

スク管理についても、事故が起こった場合にどう

するかというのがリスク管理、どうするかという

議論ではないですか。事故が起こらないようにし

ますという話が出ましたけれども、事故が起こっ

た場合どうするかというのがリスク管理なので

す。そこを聞いているのです。議論がなされてい

ないのではないですか。教育委員会から頂いた資

料には一言もそのことが書いておりません。恐ら

くやっていないのではないかと思います。 

  昨日の影澤議員との質問のやり取りの中で、自

校給食方式とセンター調理方式で中学校の給食

施設を整備した場合、費用計算の話が出ました。

それで、当局の答弁では、センター方式のほうが

自校方式より高くなるという答弁がありました。

そういうことでしたね。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 はい、その答弁のとおり

でございます。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） それでもう一つ、教育

長からは、長期的なスパンで見た場合でもセンタ

ー方式のほうが安くなるということを評価した

覚えはないと。長期的に見てもセンター方式のほ

うが安くなるということではないと答弁されま

した。そういうことでしたね、教育長。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 先日の影澤議員の一般質

問の中で教育長が答弁いたしましたのは、次のよ

うな内容でございます。 

  維持費用について共同調理方式とした場合、年

数が長くなると自校方式より安価になるといっ

た評価をした経過はございませんという答弁で

す。（「はい」の声あり）いいですか。（「いい

です」の声あり）２回目以降の質問の中でこの件

について影澤議員から、改めて質問がありました

ので答えさせていただいた内容についてさらに

お話ししたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「それはいいです、もう結構です」の声あり） 

○相田克平議長 高橋壽議員。 
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○１０番（高橋 壽議員） そういう答弁だったと

いうことでした。 

  それで、自校調理方式で中学校の整備をした場

合と、それからセンター方式でやった場合、最初

の建設費用とその後のコストの比較表というの

を教育委員会で出しているわけです。今年の３月

24日の教育委員会の検討資料ということで。この

資料で建設費については自校方式が15億1,800万

円、センター方式が16億3,100万円、ＰＦＩ、こ

れでやった場合は14億6,800万円となるわけです。

それで、ランニングコストがそれぞれ、自校方式、

直営でやった場合、委託でやった場合、センター

で直営でやった場合、センターで委託でやった場

合という数字が出ております。このランニングコ

ストについては単年度の金額ですので、教育長が

言ったように、このランニングコストについては

長期スパンでもセンター方式のほうが安価にな

ることがないという話です。では、一体長期的な

スパンでこのコスト比較がどのようになるかと

いうことになるわけですけれども、長期的という

のは、昨日影澤議員から話が出ましたけれども、

長井の共同給食センターは15年で38億円の事業

です。これは委託方式ですので。では15年でどう

なるのかという数字は簡単に出るわけです。今申

し上げた数字を、最初の建設費プラス単年度のコ

ストが出ていますから、掛ける15、それを足せば

いい話です。 

  そうしますと、自校直営でやった場合は建設費

が15億1,800万円、それからランニングコストが

22億6,500万円、合わせて37億8,300万円。同じく

委託でやった場合、自校、32億5,800万円。それ

からセンターで直営でやった場合、51億7,100万

円。委託、ＰＦＩでやった場合は39億5,800万円

となるわけです。その計算は間違いないですよね。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 何年でもってどれくらい

という数字は手元にちょっとありませんけれど

も、今議員から質問のあった３月24日付の検討資

料のこの数字でございますが、せんだっての影澤

議員の一般質問の中で私から答弁させていただ

きましたが、学校給食基本方針等の検討過程にお

きまして、あくまで検討過程において光熱水費、

修繕費、人件費等について想定される標準的な費

用、これについて、自校方式、センター方式、親

子方式の各方式でどれくらいになるかという本

当に粗い試算でございまして、実際の基本方針、

及びそれを実現するための手法、手段についての

検討の中では、あくまで参考にはしましたが、最

終的な判断にはしていないということで御理解

いただきたいと思います。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） 今申し上げた計算の仕

方、これは簡単な話です。小学生でも分かる。そ

れで当局が出した数字でやってみると、先ほど申

し上げたような数字になるわけです。そうなりま

すと、自校方式、センター方式、それぞれその差

額というのはセンター方式でやった場合が、15年

間のスパンでセンター方式のほうが直営でやっ

た場合、13億8,800万円も割高になるのです。そ

れから、委託方式でやっても、センター方式のほ

うが７億円割高になるのです。しかも、センター

のこの建設費用には土地代は含まないというこ

とになっていますから、まず平米数がどのぐらい

か分かりませんけれども、当局は2,000平米の建

物が必要だと、建物だけです。敷地面積は5,000

平米必要だという話であれば、さらに３億円から

５億円の差が出てくる。つまり自校方式で中学校

をやった場合と、センター方式でやった場合、土

地代を含めれば、直営でやった場合、17億円から

19億円、センターのほうが割高になる。それを委

託でやった場合でも10億円から15億円くらい割

高になるという話です。それは間違いないですね、

そういう話になりますね。うなずいているからそ

うだと思います。 

  これは大きな注目すべき話ではないですか。15

年間たったら、自校方式でやった場合よりも、セ



-122- 

ンターは直営でやって20億円近いお金がかさ増

しする。委託でやっても15億円くらいかさ増しす

る。これは大きな財政問題です。しかし部長は今

も答弁されましたし、影澤議員のところでも答弁

されたとおりで、自校方式でやるかセンター方式

でやるかという最終的な方針決定に当たり、コス

ト比較は判断材料にしなかったと答弁している

わけです。この重大な問題を、給食の基本方針を

決めるに当たって判断材料にしなかったと。自校

方式にするか、センター方式にするか、判断材料

にしていないというわけです。そんなことがあり

ますか。15年間で20億円ぐらいの差がつくのです。 

  それで、仮に自校方式を直営でやってセンター

を委託した場合であっても、それでも自校方式の

ほうが費用がかからないわけです。何でそんなに

センター方式が20億円近くかさ増しする、そうい

う事業を選択してやろうとしているのですか。そ

こが私は分からない。市民の皆様だって分からな

いと思います。私はこれから小学校と中学校を併

せて施設整備をしなければなりませんので、一体

小学校の場合では、自校方式でやるとおっしゃっ

ていますけれども、やった場合と、センター方式

でやった場合、どのように費用の差が出てくるの

かと思ったわけです。 

  それで、この教育委員会の資料を見ましたら、

小学校についても各方式について施設整備費及

び１年間のランニングコストを試算しましたと

いうことが書いてあって、その下に、中学校の自

校方式、センター方式のコスト比較表と同じ枠を

つくってあるわけです。当然そこに金額が入って

いるかと思ったら、真っ白なのです。いわゆる白

塗り文書です。黒塗り文書というのは情報公開で

求めて出てきたことはありましたけれども、白塗

り文書というのは私は初めて見ました。一体誰が、

いつ白塗りにしたのですか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 その時点での試算が済ん

でいなかったことから空欄のまま、もともと資料

にあったと考えております。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） そんなことはないので

はないですか。ここに各方式について施設整備費

及び１年間のランニングコストを小学校につい

ても試算しましたと書いてあって、それで表があ

りますけれども白塗りなのです。誰かがどういう

目的でなのか分かりません。いつの時点かでこれ

を消してしまったのです。だから私が情報公開で

求めたその前に、何らかの意図があって白抜きに

したのか。それとも、これは教育委員会の委員の

方との非公開の協議会だったのですけれども、教

育委員の皆さん方には数字が入ったものを出し

て、そして議員の求めに対する情報公開では白抜

き、そういう文書を出したということなのかもし

れません。あるいは教育委員会の皆さん方も知ら

ないままに白抜きになっていたのかもしれませ

ん。こんなことってありますか。どうですか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 情報公開請求に当たりま

して開示できない情報につきましては、議員おっ

しゃったとおり黒塗りをしてということはある

かもしれませんが、もともとあった資料の数字を

消して提供するということはあり得ませんので、

この時点で、この表については空欄だったと考え

ております。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） そうであれば、議長の

承認を得て資料をお願いしましたけれども、その

資料の一つに、小学校のセンター方式であった場

合、総額20億幾らというトータルの数字が出てい

るではないですか。内訳の計算をしなければトー

タルが20億円というのは出てきませんね。内訳の

計算が出ていて、それで空白になっていると。こ

れを出してしまったらまずいと思ったからでは

ないですか、白抜きにしたのは。 

  つまり、先ほど中学校の自校方式とセンター方

式のコスト比較をやりました。そうしたら、中学
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校の場合で、直営でやった場合は17億円か19億円

センターが高くなる。委託でも10億円から15億円

高くなる。これは小学校の場合、同じように計算

したら、小学校の学校数も多い、食数も多いから、

これ以上にセンターでやったほうがかさ増しし

てしまう。だからまずいと思って白抜きにしたの

ではないですか。そうとしか私は考えられません。

これから次々と小学校の建て替えをやると言っ

ている中で、こんなにもセンターでやったらかさ

増ししてしまう。だから、中学校は取りあえずい

ろいろあってもセンターでごり押しすると。小学

校までやってしまったら、これはかさ増しし過ぎ

て大変だから、これは自校方式に取りあえずやり

ますと言っておきましょうと、そういう話ではな

いですか。そうとしか思えません。どうなのでし

ょうか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 議員御指摘の小学校のコ

スト計算の表については、先ほど答弁させてもら

ったとおりであります。なお、コスト計算につき

ましては、これまでも４月以降でありますけれど

も、市政協議会等で答弁させていただいていると

おり、今後事業を進める中にあって、より精緻な

数値を積み上げて議会にお示ししたいと考えて

おりますので、御理解をお願いしたいと思います。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） これから精緻な数字を

出すとおっしゃいますけれども、それはセンター

方式を前提にした精緻な数字を出すということ

ですね。この方針を決めるに当たって、コスト比

較を無視して、参考にしなかったと。それでセン

ター方式ということだけを決めて精緻な数字は

センター方式についてやりますといっても、誰が

理解できますか。これは大問題ではないですか。

20億円も差がつく、十数億円も差がつく。これを

判断材料にしなかったというのはおかしな話で

すよ。誰も納得できない。 

  これから市民の皆さん方に学校給食基本方針に

ついて丁寧に説明しますとおっしゃっていて、９

月15日にＰＴＡの会長などを集めて説明すると

いう話でしたけれども、このこともしっかり伝え

てください。センター方式というのは20億円も割

増しになるんだと、それでもやりますと。その際

は、その合理的な理由、何でこんなに高いお金を

かけて自校方式ではなく、やる理由というのをは

っきり説明してください。 

  それから白塗り。これも誰がいつどういう理由

でやったのか、後ほど明確な答弁を下さい。これ

は大問題です。情報公開の中、あるいは現文書が、

ちゃんと数字が入っているにもかかわらず出て

きたのが白塗りだなどというのは。まずいものを

隠そうという、そういう話ではないかと思わざる

を得ないのです。 

  学校給食検討委員会が７回、本当に議論を重ね

て報告書を出しました。その報告書の最後には、

この財政面について教育委員会にはどのように

求めていますか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 財政面でもしっかり検討

して、よりよい方向に進むように検討をお願いし

たいと締めくくってあったと思います。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） はっきり答弁してくだ

さい、はっきり。言いづらいところはごにょごに

ょという答弁をしないで、今答弁されたのは、報

告書にこう書いてあるわけです、「米沢市教育委

員会におかれては、検討委員会の意見を十分踏ま

え、財政面についても検討を加えた上で具体的な

方針を策定し、速やかに実現に向け取り組まれる

よう期待する」、財政面についての検討を加えた

上で方針を決定してくださいと言っているわけ

です。 

  部長は、影澤議員の質問にも今日の私の質問に

対しても、答弁で、最終的な方針決定に当たって

はコスト比較は判断材料にしなかったと答弁し

ているわけです。学校給食検討委員会の報告書を
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尊重してこれまでやってきたのだとおっしゃい

ますけれども、全然尊重していないではないです

か。財政面について検討を加えてください、その

上で方針を決定してくださいと言っているので

す。そこについてどのように考えていますか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 学校給食検討委員会の報

告書は、今議員が述べられたような文言で締めく

くられております。 

  したがいまして、まず先ほど申し上げましたと

おり、コスト計算、イニシャルコスト、ランニン

グコストにつきましては、標準的な単価を用いな

がら、本当に粗い計算ではありましたが、出させ

ていただいたところです。それについては今お手

元にある資料に数字が記載されていると思いま

す。 

  そのほか、様々な条件について検証を進める中

にあって、４月30日の市政協議会でお示しさせて

いただいた６つの視点から改めて検討した結果、

中学校については共同調理方式ということで結

論を出させていただいたという経過でございま

す。 

  なお、繰り返しになりますが、コスト計算につ

きましては、今後改めてしっかりと積み上げてま

いりたいと考えております。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） 検討委員会では、方針

を決める前にしっかり財政面の検討を加えてく

れと言っているわけです。方針を決める前に財政

面を検討してくださいと言っているわけです。そ

の上で方針を決定してくれと言っているのです。

全然尊重していないではないですかと思います、

私は。 

  もう一回、繰り返しになりますけれども、白塗

りで出した経過、白塗りになっているコスト計算

表について、白塗りになっているその理由を調べ

て報告していただけますね。今日でなくていいで

すから。今日は出ないでしょう、確認しなければ。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 何度も答弁させていただ

いておりますが、白塗りではなくて、そもそも空

欄であったと考えております。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） だから、考えているで

はなくて、確認してくださいと言っています。そ

のように部長が今は考えているのかもしれませ

んけれども、事実として白塗りになっているわけ

です。空欄になっています、空欄というか真っ白

に。だからそこは事実として、なぜそうなってい

るのかというところを確認して報告していただ

けますかと聞いているのです。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 どの場でその答えを申し

上げればよろしいかですが、今議員おっしゃった

とおり確認して報告をさせていただきたいと思

います。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） 次に、新しい統合中学

校に給食施設を造ることができないということ

で、その必要面積が先ほど申し上げたとおりの数

字になっておりました。 

  それで、影澤議員の金曜日の質疑の中で２階建

ての給食室についても検討したと答弁されまし

た。したけれども、動線が２階建てだと難しいと

いうことだったので、これはできないのだという

答弁だったと思います。なぜ２階建ての給食室に

ついても検討することにしたのですか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 申し訳ございません。影

澤議員の御質問に検討したとお答えいたしまし

たが、この方針作成に当たって検討したと申し上

げたのではなくて、今回御質問として御提案いた

だきましたので、その答弁を調整する際にという

ことで申し上げたところです。 

○相田克平議長 静粛に。 

  高橋壽議員。 
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○１０番（高橋 壽議員） そうしますと、今後検

討するということですと、改めて一中、四中の敷

地内に自校給食施設を建てられるかどうかとい

うことも検討するということでよろしいですね。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 中学校は共同調理方式と

いうことで基本方針を進める手段として決定し

ておりますので、基本的に東中、北中、全て仮称

ですが、南西中の敷地内に給食調理場を建設する

ことはありません。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） では何のためにこれか

ら２階建ての給食室が可能かどうかということ

を検討するということにするのですか。違います

か。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 先ほど答弁させていただ

いたのは、影澤議員からせんだって、２階建てと

いうアイデアもあるのではないかという御質問

を頂戴したので、それに対して答弁をするために

庁内で検討させてもらったという意味でござい

ます。今後検討する予定はございません。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） 違うというか、全然認

識が違うし、影澤議員の質問に対して答弁という

か、言い方が悪いかもしれませんが、でたらめ答

弁ですよ、そうしたら。 

  そうしましたら、調理する場合の動線が難しい

ので、２階建てだと立体的になって動線が難しい

という答弁をされたことは確かですね。 

  そうしますと、全国の自治体のそういう２階建

ての事例を調べて、いろいろと、どこの動線が悪

いのだと、動線が悪い施設が多いのだというそう

いう結論に至って動線が難しくて取れないので、

難しくなるので２階建ては困難だということに

なったのですか。全国の事例をたくさん調べた上

で動線が難しいとなったということですね。動線

が難しいので造らないと。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 全国の自治体の給食の調

理場の実態、あるいは２階建てのいわゆる先例を

調査あるいは聞き取りをしながらせんだって答

弁させてもらったわけではございません。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） そうしますと、２階建

ての給食室を造れるのではないかという影澤議

員の質問に対して、そういう給食室があるのかど

うか、そういう調査もしない、調べもしない、何

となく動線が難しくなるのではないかという推

測、憶測の下でこれは駄目だという判断をしたと

いうことですか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 全国には２階建ての給食

調理場があることについては存じておりますが、

そちらに調査をかけてという作業はしていなか

ったということです。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） 調査もしないでそうい

う判断をしたというのは、民間企業だったらちゃ

んと調査しろと、再調査しろと、再調査ではない

です、調査していないんだから。怒られますよ。

これは市民の皆さん方の税金でやる事業でしょ

う。民間でさえそんなことは許されないのに役所

は許されるのですか。 

  そうしましたら、昨年の学校給食検討委員会の

第２回、７月に行われた検討委員会に教育委員会

は１枚の資料を出しました。これは給食施設のレ

イアウト図です。これは何の目的で出されました

か。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 申し訳ございません。承

知しておりませんでした。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） 教育委員会はこのレイ

アウト図は最近の一番新しい調理室の例として、

サンプルとして、こういうレイアウトになるので
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すと、今の給食室を造る場合はと、そういう事例

を出しました。これは何階建てですか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 すみません。繰り返しに

なりますが、申し訳ございません。内容等、承知

しておりませんでした。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） これは２階建てと書い

てあるではないですか。昨年７月に検討委員会に

あなた方が出したレイアウト図。これは２階建て

の給食室の図面なのです。自分たちが出した図面

は、レイアウトが難しい図面を出したのですか、

これは。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 申し訳ございません。手

元に資料がありませんので、確認ができない部分

でありますが。通常、作業工程については１階、

２階については研修室、休憩室等があると考えら

れるのではないかと思っております。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） そうであれば、作業動

線が難しいということにはならないではないで

すか。２階の休憩室やそういうところで調理をす

るわけはないではないですか。だから全国の事例

を調べれば、調理動線もちゃんと確保できる２階

建ての調理室もできる。そして、影澤議員も述べ

ておりましたけれども、狭い敷地の校庭に何とか

自校方式を造りたい、造ったほうがいいでしょう

となれば、そのために知恵を出して、実際に全国

では造っている事例があるわけです。 

  調べていないということなので、こちらから申

し上げるしかありませんけれども、さいたま市に

問い合わせました。そうしましたら、これは直接

さいたま市の教育委員会の担当の方からメール

で回答をいただきました。 

  こう書いてあります。さいたま市では平成27年

度から全ての市立小学校が自校調理方式として

整備されました。しかし、市独自の調理室面積の

基準は設けておりません。限られた敷地での建設

となりますので、２階建ての給食室も市内で多く、

中学校ではおよそ30校、全校57校、そのうち30校

が２階建ての給食室ですと、そう言っているので

す。限られた敷地です。狭い敷地だから何とか自

校方式でやるために２階建ての給食室も造りま

しょうと。そうして実際にやっているわけです。

市内の小学校の半数以上、８割方はそうやってい

る。 

  川崎市でも、さいたま市の事例を参考にし、そ

して２階建ての調理室を造り始めました。 

  手元にある資料、これもいただきましたけれど

も、川崎市に犬蔵中学校という学校があって、建

築面積260平米、調理食数700食です。260平米で

700食。これを考えれば新しい（仮称）北中、そ

この調理は260平米でできるのではないですか。 

  それから川崎市ではもう一つ、中野島中学校と

いう学校があります。これは225平米、それで

1,000食の調理能力。 

  つまり米沢市ができないといって出した数字の

半分以下で、米沢市の統合中学校のそれぞれの食

数を上回る調理をやっている。あなた方ができな

い、できないというのは、できないための理由と

して持ち出している数字ではないですか。厨房業

者からそういう数字をいただいたと。ではその数

字を自分たちで検証してみましたか。本当にそん

な数字が必要なのか。必要だと言われたかもしれ

ませんけれども、実際の敷地面積は狭いのだから、

その面積ではできないということになれば、その

中学校で建てられる面積は一体どうなのだとい

う話に進むのは当然ではないですか。２階建てに

しても。 

  それでは逆に聞きますけれども、一中、四中で

教育活動に支障を及ぼさない程度の確保できる

面積というのは、それぞれ何平米なのですか。550

平米は取れない、470平米は取れない、しかしこ

れだけは取れるという面積は何平米なのですか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 
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○森谷幸彦教育管理部長 以前、議会の中で答弁さ

せていただいたと思っておりますが、統合します

と当然生徒数は増えます。敷地面積は限りがござ

います。教職員も増える。当然ながら保護者の数

も増えます。そういった中にあって、新たに教室

を造らなければいけない学校もある。さらには、

スクールバスを運行しますので、スクールバスの

待機所、旋回所も必要になる。駐車場もより広い

駐車場が必要になる。そういった限られた面積の

中で、さらに様々な施設を新たに造らなければい

けない状況にある。 

  そういった中で、教育環境、いわゆる教育活動

に支障がないようにするには、面積がどれくらい

というお話が今ありましたけれども、給食施設に

ついてはやはり学校内に造るのは不可能という

判断をさせていただいたところであります。 

  申し訳ございません。今、確認が取れましたの

でここで答弁させていただきます。 

  議員御指摘の３月24日付の教育委員会の検討資

料の小学校部分のコスト計算ですが、その時点と

して空欄のものということで間違いはないとい

うことでしたので、ここで報告させていただきま

す。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） そうしましたら、もう

計算というか積算した段階で、これはセンターの

ほうが大きくかさ増しするということが分かっ

たからわざわざ載せなかったということも推測

できるわけです。最初から載せなかった。 

  私が先ほど敷地の件について聞いたのは、そう

いうスクールバスとか教室を増築しなければな

らないという条件をいろいろ検討して、その後に、

では給食施設として建設できる可能性がある面

積というのはそれぞれどのぐらいなのですかと

聞いているのです。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 具体的な数字は持ち合わ

せておりません。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） だからそういうことも

検討していないわけですね。例えば550平米は取

れないけれども220平米は取れますと、300平米は

取れますとなれば、300平米で２階建てにして食

数はどれぐらい作れるのだろうかという検討を

するわけです、普通は。それで、統合中学校にな

った場合に、その食数を賄えるのか、賄えないの

かということを検討するというのが普通ではな

いですか。全く検討が不十分だと思います。 

  そして、例えば２階建てがもしできないとした

ら、釜回しという作業で調理可能な食数を増やす

ことができるわけですよ。ハサップに対応してい

る上郷小学校、これは上郷小学校と七中に親子で

供給しています。ここは、例えば１個の釜で小学

校、それから中学校、２回を１つの釜で調理する

としたら、これを３回にして調理室の調理能力を

かさ増しするということもできるわけです。そう

いう工夫もして、狭いところでも食数を増やすこ

と、調理数を増やすことは十分できるにもかかわ

らず、そういう検討もしていない。これは、私は

問題だと思います。 

  それで、川崎市の給食担当の方は、２階建てを

するに当たって何か基準があるのですかと、面積

についてはありませんと。そしてこう言っている

わけです。土地の広さの中で必要な器具が入り、

人が動ければ、レイアウトは設計者の裁量に任さ

れると、そう言っているわけです。だから、設計

者が様々検討して、こちらから提出された面積、

その面積で…… 

○相田克平議長 高橋壽議員に申し上げます。発言

時間の制限を超えていますので、質問を終了して

ください。 

○１０番（高橋 壽議員） いろいろ工夫して設計

するということです。 

○相田克平議長 以上で10番高橋壽議員の一般質問

を終了いたします。 
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  散    会 

 

○相田克平議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

 

  午後 ４時２８分 散  会 

 


